
諸葛亮彼後の 「集団指導体制」 と蒋碗政権(181)

諸葛亮残後の 「集団指導体制」 と蒋碗政権

満 田 唖岡

目次

は じめ に

〔一〕蒋碗 の伝 記

〔二〕諸葛 亮妓後 の混乱 と 「集 団指導体制」

〔三〕 『三國志』蜀書 か ら見 た 「集 団指導体制」 と楊儀 の失脚

〔四〕単独 首班 政権体 制へ の 「回帰」

〔五〕蒋 碗政権 の外交 ・内政政 策

おわ りに

は じめ に

建興 十二年(234),諸 葛亮 は司馬整 との百 日以上 にわたる睨 み合 いの末,五

丈原 で陣彼 した。 そ の直後,帰 還 の途 中で魏 延 と楊儀 の 問 に争 いが起 こ り,

魏 延 は殺 され るこ とになる。そ して,諸 將 の成都 帰還 の後,後 継者 となっ た

のは 『三國志 』巻 三十三後 主傳 に

十二年 ……以丞相留府 長史蒋碗爲 尚書令,総 統 國事 。

とある ように蒋碗,字 は公 瑛 であった。

彼 は諸葛亮 の指名 によって後 継者一 蜀漢 の最高権 力者 の地位 に就 いた わ け

であ るが,後 継者 指名 に関 して,『 三 國志 』..四 十五楊 戯傳 附 『季 漢輔 臣贅』

斐松 之注(以 下,「斐注」 と略す)所 引 『盆部誉奮雑記 』 には
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諸葛 亮 於 武功 病篤,後 主 遣幅 省侍,遂 因諮以 國家 大 計。 福往 具 宣聖 旨,

聴 亮所言,至 別去藪 日,忽 馳 思 未..其 意,遂 谷口騎馳 還見亮 。亮 語輻 日:

「孤知君還 意。近 日言語,難 彌 日有所 不壷,更 來 一・決耳。君所 間者,公 瑛

其宜 也。」福 謝:「 前實 失不 諮請公,如 公 百年後,誰 可任 大事者?故 軌 還

耳。乞復 請,蒋 碗 之後,誰 可任 者?」 亮 日:「 文偉可以継 之。」又復 問其

次,亮 不答。幅還,奉 使稻 旨。

とあ る。 そ こで は諸葛亮 は蒋碗 と費緯 の名 を挙 げ,そ のあ とを聞かれ て も答

えなかった とい うことになってい る。

しか し,陳 壽 『三 國志 』本文 で は上記の記述 とは異 な り,『三國志 』巻 四十

四蒋碗 傳 に

亮毎言;「 公瑛 託志忠雅,當 與 吾共賛王業者也。」密表後 主 日:「 臣若不

幸,後 事宜 以付 碗 。」

とあ ることや 『三國志 』巻四十楊儀傳 に

而亮平生密指,以 儀性猜 狡,意 在蒋碗,碗 遂爲 尚書令,盆 州刺 史。

とあ る ように,諸 葛亮 は蒋碗 よ り後 の こ とには口 を出 してい ない こ とになっ

てい る。

蜀漢政権 につ いての代 表 的 な先行研 究 と して は,狩 野直禎 ・榊 原文彦 ・ヂ^

餉 公 ・中林 史朗 ・臥立翠 ・渡 邉義 浩 の諸氏 の研 究1)が 挙 げ られ る。 しか し,

これ らの研 究 で蒋碗 輔 政期 につ いて言及 され てい るのはサ ・中林 ・取 ・渡邉

の諸氏 であ り,そ の中で も蒋碗 輔政期 は先 に引用 した襲注 所引 『盆部誉 奮雑

記』 の記 述 を受 けてか費緯 輔政期 とま とめて述 べ られ る こ とが多 い2)。 しか

し,上 記の ような諸葛 亮 の後継者 指名 に関す る記述 の違 い に注 目す る と,陳

壽 の意識 の 中で蒋碗 輔 政期 と費緯輔 政期,そ して姜維輔 政期 との 間に違 い が

存在 す るので はないか と思 われ る。

本論 文で は,陳 壽 『三 國志』本 文 と斐 注所 引史籍 にお け る諸葛 亮 の後 継者

指名 に関す る記述 の違 い に注 目 し,決 して多 くは ない史料 か らで はあ るが政

権 首班就任 以前 の蒋碗 の人 とな りを踏 まえた上で,蒋 碗 政権 の確 立 過程 と政

策 の特 徴 を整 理 し,蜀 漢 国史 にお け る蒋碗 政 権 の位 置づ け と彼 の存 在 意義,
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そ して陳壽 の 「蜀漢 国史観」 の一端 に触 れてみ たい と考 えてい る。

〔一〕蒋碗 の伝 記

蒋碗(字 は公瑛)に つ い て は,『 三國志 』巻 四十 四 に傳 が あ る3)。 そ れ に よ

る と,蒋 碗 は荊州零陵郡湘郷 の人 である。弱冠 に して外 弟で ある泉陵 の劉敏4)

と ともに名 を知 られた。赤壁 の戦 いの後,劉 備 が零 陵 を支 配 した際 に配 下 と

なったのか も しれ ないが,劉 備 の配下 となった時期 は よ くわか らない。 また,

零 陵 の蒋 氏 に どの程 度の力 があ ったか は わか らないが,一 定の名声 と経 済力

を有 していた と思 われ る。 『三 國志』巻六 十一溢溶傳斐 注所引 『江表傳』 には

時溶嬢兄 零 陵蒋碗 爲蜀 大將 軍5),或 有 間溶 於武 陵太守衛 族者,云 溶 遣密

使 與碗 相 聞,欲 有 自託之 計。施以敗 灌,椹 日:「 承 明不爲 此也。」即 封施

表以示 於溶,而 召施還,免 官。

とあ り,蒋 碗 は武 陵郡漢壽 の人 であ る播 溶6)の 妻 の兄 であ った ことが わか る

が,王 藥 の評 価 を受 けた播溶 との人 間関係 が あ る こ とも零 陵の蒋氏 の名声 と

経 済力 を考 える上 での傍証 となるであろ う。

蒋碗 が州 の書 佐 と して劉備 に随 って蜀 に入 り,広 都 の長 に任命 された。劉

備 は遊 覧 のつ い で にた また ま広都 に立 ち寄 った際 に,蒋 碗 が仕事 を して いな

か った上 に泥 酔 してい たの を見 て,大 い に怒 り,処 罰 しよ うと した。 軍師將

軍の諸葛 亮 は 「蒋碗 は社 稜 の器 であ って百里 を治め る よ うな才 能で はあ りま

せ ん。彼 の政治 は民 を安 んず るこ とは根 本 とし,外 見 を良 くす る ことを優 先

してお りませ ん。 願 わ くは主公 には重 ね て この こ とを ご推 察 くだ さい」 と述

べ て救 お うと した7)。 劉備 は諸葛 亮 を敬 愛 して いたの で処 罰せず 免官 す るだ

けに とどめ た。 その後,什 郁 の令 とな った。

劉備 が漢 中王 にな る と,蒋 碗 は政府 に入 って尚書郎 となった。建興 元年 に

丞 相諸葛 亮が 開府 す る と,蒋 碗 を招 いて東 曹縁 とした。 そ の後茂 才 に挙 げ ら

れ たが,蒋 碗 は劉 琶 ・陰化 ・靡 延 ・彦淳 とい った人 々に固 く譲 って受 け よう

とせ ず,諸 葛 亮 に諭 されて い る。 その後,参 軍 とな った。建 興五 年 に諸葛 亮
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が漢 中 に駐留 す る と,蒋 碗 と長 史張 商 は成都 の留 府 の事務 をつ か さ どった。

建 興八 年 には張商 に代 わ って長 史 とな り,撫 軍將軍 を加 え られた。 この こ と

で軍務 も担 当で きるこ とに なった と考 え られ る。諸葛 亮 は しば しば外征 した

が,蒋 碗 は常 に食糧 と兵 士 を満 た し,遠 征 軍 に供給 した。 この よ うな後 方支

援 は,劉 備 の生 前 には 『三國志』巻三十五諸葛亮傳 に

先主外 出,亮 常鎭 守成都,足 食足 兵。

とあ る よ うに諸葛 亮 の担 当であ り,諸 葛亮 は前線 に立つ こ とはほ とん どなか

ったわ けだが,蒋 碗 は この諸葛亮 の歩 んで きた道 を踏襲 してい たこ とにな る。

諸葛 亮 は常 々 「公 談 は忠義 の志 を持 ってお り,私 とともに王業 を支 えるべ き

者 で あ る」 と述 べ て お り,密 か に後 主 に上 表 して 「臣 に若 し不幸 が あれ ば,

後 の事 は蒋碗 にまかせ て ください」 と上表 していたのである。

諸葛 亮 が 亡 くな る 健 興+二 年八月)と,蒋 碗 は 尚書令 とな り,俄 に行都

護 ・假 節 ・領盆 州刺 史 を加 え られ,(翌 建興十三年四月に)大 將 軍 ・録 尚書事 に

移 り,安 陽亭侯 に封ぜ られた。 当時 は諸葛 亮 を失 った ばか りで遠 きも近 きも

危惧 の念 を懐 いてい た。蒋碗 は抜 擢 され て諸 官僚 の上 に位 置 したが,悲 しみ

も喜 び もな く精神 も態 度 も変 わ らず平 日の ようであ り,こ れ に よって衆望 は

漸 く服 した。延 煕元年 に詔勅 が下 って漢 中 に駐屯 して開府 し,翌 年 には大 司

馬 を加 え られた。

蒋碗 は諸葛 亮が しば しば秦川 を うかが いなが ら,道 は険 し く運 送が 困難 で

あ ったため,寛 に克つ こ とがで きなか った と して,水 に乗 じて東 に下 るほ う

が よい と考 え た。 そ こで多 くの船 を作 り,漢 水 ・汚 水 か ら魏 興 ・上庸 を襲撃

しよ うと した。 た また ま持病 が連続 して起 こ り,実 行 す る こ とが で きなか っ

た。 しか も衆論 はみ な 「も し勝利 を得 られ なか った ら,帰 路 が甚 だ困難 であ

って,良 策 で はな い」 とい うこ とであ った。そ こで,尚 書 令 費緯 ・中監軍姜

維等 が派 遣 され て聖 旨が伝 え られ た。蒋碗 は命 を受 けて上疏 し,「 も し東西力

を合 わせ るな らば,速 やか に志 を得 る こ とはで きず とも分裂 させ て穰食 し,

先 にその支 党 を砕 くこ とが で きるはず であ ります。然 るに呉 は約束 を違 えて

お ります。 費禧 等 と議 してお りますが,涼 州胡塞 の要 害の地 は進 む に も退 く
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に も資 あって,賊 の惜 しむ ところです。且 つ禿 や胡 は心 で は漢 を渇望 し,又

昔偏 軍が完 に入 って郭准 は破 れ走 った こ と もあ ります。 その長短 を測 るに真

っ先 に 目をつ け るべ きとこ ろであ るの で,姜 維 を涼 州刺 史 と して くだ さい。

もし姜維が征行 し河右 を制圧 すれ ば,臣(蒋 碗)は 軍 を率 いて姜維 に続 き鎮 め

てい きま しょう。今浩 は水 陸両道 で四方 に通 じ,危 急 の際 に も対応 で きます。

もし東 北 に虞 れが あ って も,出 撃す るこ とも難 し くあ りませ ん」(大意)と 述

べ て,碗 は還 ってAに 駐屯 した。病 が ます ます ひ ど くな り九年 に卒 した。詮

は恭 であ る。 浩 に駐 屯 した後 の延 煕七年 にはi魏の曹爽 ・夏侯玄 らの漢 中攻撃

が あった8)が,防 戦の ため に出陣 したのは費緯 であ り,蒋 碗 は直接 には関与

してい ない と思 われる。

蒋碗 の北伐計 画 に関連 して,『 三國志』巻 四十 四蒋碗 傳 にあ る延煕元年 の詔

勅 に

須呉基動,東 西椅角,以 乗其壕。

とあ るが,中 林史朗 氏 は この詔勅 を引用 されたあ と,

確 か に呉 と結ぶ事 は,蜀 漢 の基本戦 略 では あった,だ が其 れ は,あ くま

で も蜀 が 「主」 であ り呉 は 「従 」 の関係 に過 ぎなか っ たはず で あ る。 し

か し,こ こで は,「呉 の挙動 を須」 ちて と言 う如 く,呉 の動 きが主 と為 り,

蜀 は 「従 」 の立場 に位 置 し,既 に呉 ・蜀 関係 に於 て 主客 が 転倒 して い

る。g)

と述べ てお られ る。 また,氏 は蒋碗 の北伐 計画 が衆論 に よ り中止 させ られ た

とし,衆 論 で は戦略 に基 づい た行 動 を とるか どうか よ り単 純 に戦術 の結 果 が

問 われて い る,と してい る。加 えて,諸 葛 亮 の死後,劉 暉 自身 の姿勢 自体 に

変化が 見 られ,蜀 漢 政権 自体 も基 本 的方向性 が徐 々 に転換 して土 着化傾 向 を

示 し,

戦術 と して の対魏戦 闘 は行 われ るが,戦 略 上 に於 け る其 の理念 に基づ い

て生死 を賭 け るが如 き戦 闘 は,一 度 と して行 なわ ない。則 ち,孔 明の死

去 に伴 って蜀 漢政権 は,伝 統 的正統性 と言 う理念 上 に於 て は,そ の存在

意義 を失 った,つ ま り蜀 漢政権 は終焉 した と言 える。10)
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と述 べ,諸 葛 亮 以前 とそ の死 後 とで は同 レベ ルで論ず るこ とがで きず連続 し

た存在 ではない,と されてい る11)。

渡 邉義浩 氏 も蜀 漢が益 州土着 政権 と化 して正統性 を失 ってい くこ とへ の配

慮 を したため蒋碗 の北伐が計画 された と してい る12)。

確 か に蒋碗 政権期 以 降,蜀 漢政権 は土着化傾 向 を示 してい った と考 え られ

る。 しか し,蒋 碗 の北伐 は果 た して呉 の動 きを 「主」 と し蜀 を 「従」 と して

いたので あ ろ うか,ま た蒋 碗 の北 伐 は政権 の正 統性へ の配慮 のためだ けに計

画 された ので あろ うか,本 当 に諸葛 亮 の死 で もっ て理念 上 で も蜀 漢 政権 は終

焉 して しまっていた のであ ろ うか。 これ らについ て考 える には蒋碗 ρ北伐 計

画 と当時 の三 国の動 きを整理 す る必要 が あ るが,紙 幅 の都 合 で稿 を改め て述

べ てい きたい。

〔二〕諸葛亮妓後の混乱 と 「集団指導体制」

蒋碗 は,x興 十二年(234)の 諸葛亮 の死か ら延 煕九年(246)に 亡 くなるま

での約12年 間,蜀 漢 の最高指導者 と して政権 を握 っていた。 『三 國志 』 な どを

参考 に してその間の彼 の職歴 を見 る と,

建興十二年 尚書令 ・行都 護 ・假節 ・領盆州刺史

建興十三年 大將 軍 ・録 尚書事 ・中都 護(～ 建興十 四年)・ 領盆 州刺史

延煕二年 大 司馬 ・録 尚書事 ・領盆州刺史

となる13)。これ に加 えて,先 に引用 した 『三國志 』巻三 十三後主傳 の内容 を

考慮 す る と,蒋 碗 は諸葛 亮 の死 の直後 か ら蜀 漢 におい て中心 的 な地位 を占め

て きた とい うこ とが理解 で きる。

ただ,諸 葛亮 の死 の直後 につ いて は,『 華陽國志 』巻七劉 後主志建興〇 二年

条 に

干 是以 碗 爲 尚書令,n`1統 國事,以 儀爲 中軍 師,司 馬 費緯爲後 軍 師,征 西

姜維 爲右 監軍、 輔漢將 軍,郵 芝前 軍師、領菟 州刺 史,張 翼前 領軍,並 典

軍政。
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とあ り,こ れ に よる と蒋碗 ・楊 儀 ・費禧 ・姜維 ・郵 芝 ・張翼 の6人 による集

団指 導体 制が組 まれ てい た と考 え られ ている14)。

この見方 に よる と,集 団指導体 制 は翌建 興 十三年 正 月の楊 儀失脚 を経 て四

月 に蒋碗 の大將 軍 ・録 尚書事就任 に よ り約八 カ月で解消 され,蒋 碗 が単独 首

班 とな った政権 となってい くわ けで あ るが,こ の約 八 カ月の所謂 「集 団指導

体 制」 につ いて考 える と同時 に,諸 葛亮 とい う蜀漢 にお いて非常 に大 きな影

響 力 を もった指導者 の後 を どの よ うに引 き継 い でい ったのか とい うこ とにつ

いて も考 えてみたい。

こ こで,諸 葛亮 が亡 くなった建興 十二年(234)八 月か ら蒋碗 が大將 軍 ・録

尚書事 に就任す る十三 年(235)四 月 までの 『三國志』蜀 書後主傳 本文 の記事

を確認 してお きたい。

十二年 … …秋八 月,亮 卒 干溜 濱。征西 大將 軍魏延 與丞相 長 史楊 儀争権 不

和,墨 兵相 攻,延 敗 走;斬 延 首,儀 率 諸軍 還成都 。大赦 。以左 將軍 呉壼

爲車騎 將軍,假 節督漢 中。以丞相留府長 史蒋碗 爲 尚書令,総 統 國事 。

十三年春正月,中 軍師楊儀慶徒漢嘉郡。夏 四月,進 蒋碗 位爲大將 軍。

これ を見 る と,諸 葛 亮死後 の蜀漢 におけ る変化 と して,

①魏延 の敗死 と楊儀 の失脚

② 諸葛 亮政権 の中心で あった漢 申は呉諮 に任 された こ と

③ 蒋碗 が国事 を総統す る立場,つ ま り諸葛 亮の後 継者 の地位 に就 いた こと

が挙 げ られ る。

① の中 で も,楊 儀 の失脚 につ い ては 「集 団指導体 制」 につ いて考察す る中

で述べ る こと とし,こ こで は魏延 の敗死 につ い て確 認 してみ たい。魏延 に関

して は,賀 游 ・張雲樵 ・常征 ・洪濤 な どの諸氏 の研 究15)が あ るが,こ れ らの

論 文 で は先 に引用 した魏延傳 の文 章か ら,一 様 に魏 延 に は性 格上 の問題 はあ

った にせ よ叛乱 の意志 はなか った として擁護 し,有 能 な将 軍 であ った魏 延 を

使 い こなせ なか った諸葛 亮 に問題 が ある と してい る。 中で も洪濤 氏 は,「 諸葛

亮 はi魏延 が後継 者 であ る蒋碗 や姜維 に とって障害 になる と考 えて死 に追 い込
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んだ」 と してい る。

そ こで,魏 延 の死 に関連す る 『三 國志 』蜀 書 の記述 を見 る と,ま ず巻 四十

魏延傳 には次 の ように述べ られてい る。

秋,亮 病 困,密 與長 史楊儀 、司馬費緯 、護軍姜維等作 身妓 之後退 軍節度,

令延 断後,姜 維 次之;若 延 或不從命,軍 便 自獲 。亮 適卒,秘 不登 喪,儀

令 緯往掃延 意指 。延 日:「 丞相難 亡,吾 自見在 。府親 官屡便可 將喪還 葬,

吾 自當率諸 軍撃 賊,云 何以 一人死慶 天下 之事邪?且 魏延何 人,當 爲楊儀

所 部勒,作 断 後將 乎!」 因與 禧共作 行留部 分,令 禧手書 與 己連 名,告 下

諸將 。 緯給延 日:「 當爲君還解楊長 史,長 史文 吏,稀 更軍事,必 不違命 也。」

緯 出門馳 馬而去,延 尋悔,追 之巳不 及　。延 遣人 硯儀等,遂 使 欲案亮成

規,諸 螢相次引 軍還。延 大怒,(綾)〔 擁 〕儀 未獲,率 所領径先南蹄,所 過

焼 絶 閣道 。延 、儀各相 表叛 逆,一 日之中,羽 轍交至 。後主以 問侍 中董允、

留府長 史蒋碗,碗 、允 成保 儀疑延 。儀i等磋 山通道,書 夜 兼行,亦 纏延後。

延先 至,擦 南谷 口,遣 兵 逆 撃 儀 等,儀 等令 何 平在 前禦 延 。平 叱延先 登

日=「 公亡,身 尚未寒,汝 輩何敢 乃爾1」 延士 衆知 曲在延,莫 爲用命,軍

皆散 。延猫 與其 子藪 人逃亡,奔 漢 中。儀 遣馬岱 追斬 之,致 首於儀,儀 起

自踏 之,日:「 庸奴1復 能作悪不?」 遂 夷延三族 。初,蒋 碗 率宿衛諸螢 赴

難北 行,行 歎十里,延 死 問至,乃 旋 。原 延意不 北 降魏 而南 還者,但 欲 除

殺儀等 。平 日諸將素不 同,翼 時論必 當以代 亮。本指如此。不便 背叛。

これ を見 る と,確 か に先 行研 究 の指摘 の とお り,魏 延 に叛乱 の意志 は なか っ

た とい うことにな るだろ う。 しか し,同 じ魏延傳 に

延 既 善養士 卒,勇 猛 過人,又 性 衿 高,當 時皆 避 下之 。唯楊 儀 不假 借延,

延以爲至忽,有 如水火。

とある ことや巻 四十 四費禧傳 に

値軍 師魏延與 長史楊 儀相憎 悪,毎 至並坐 箏論,延 或基 刀擬儀,儀 泣 涕横

集。 緯常 入其坐 問,諌 喩 分別,終 亮之世,各,,.延 、儀 之用 者,禧 匡救 之

力也。

とあ り,巻 四十劉 談 傳 にも
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建興十年,與 前 軍師魏延不和,言 語 虚誕,亮 責譲 之。

とあ る。 この こ とか らす る と,陳 壽 『三 國志 』 の記載 か ら判 断で きる魏 延 の

人物像 につ いて は巻 四十五楊戯傳 附 『季 漢輔 臣贅』 の

文 長剛粗,臨 難受命,折 衝外 禦,鎭 保 國境。不 協不和,忘 節言L,疾 終

惜始,實 惟廠性。

とい う指 摘 が 妥 当 な とこ ろで あ って,諸 氏 の研 究 が 強調 され る 「有 能 な将

軍 ・魏延」 とい う見解 について は簡単 には首肯 し難 い。

先 行研 究の諸氏 は 「魏 延 の死 の責任 は諸葛 亮 にあ る」 と見 るが,果 た して

それ だ けであ ろ うか。確 か に彼 は諸葛 亮 との 関係 が良 くなか った。 しか し,

それだ けで はな く蒋碗 や費偉,董 允が彼 を どの ように見 てい たかは魏 延傳 に

もあ る とお りであ る。経歴 を見 る と魏延 はいわば 「たた き上 げの軍人」16)で

あ り,こ の こ とか らす る と政権 を構 成 してい た一定 の名声 や経 済力 を有す る

官僚 層か ら疎 外 され てい た可 能性す らあ る。 さ らに,そ の ような官僚 層 とは

出 自が異 な る劉 瑛 とも関係が よ くなか った17)。 これ らに加 えて,魏 延傳 にあ

る よ うに,彼 はその性格 な どか ら皆 に避 け られてい たので あ る。 そ うで なけ

れば,五 丈原 か ら諸 軍が魏延 を残 して引 き上げ るこ ともないだろ う。

とい うこ とか らす る と,や は り先 に引用 した 『季 漢輔 臣賛 』の評価 が妥 当

だ と言 わ ざる を得 ない。 この よ うに見 る と,洪 濤 氏が述 べ られ た ように魏 延

が蒋碗 や姜維 の障害 にな るこ とが あった と して も,そ れ は 「翼 時論 必當以代

亮」 とい う理 由ではなかった と考 え られ る。

ところで,魏 延 の死 の原 因 として性 格 的問題 に端 を発 す る楊儀 との対立 も

さるこ となが ら,諸 葛亮 に対 す る不 平不満 が挙 げ られ る。特 に諸葛亮 に対 す

る不平 不満 の原 因 として は,戦 略 に関す る諸葛亮 との考 え方 の違 いがそ の0

因 として挙 げ られ よう。

諸葛亮 の北伐 に関 して は種 々の先行研 究が あ り様 々な議論が あ る18)が,詳

細 は別稿 に譲 る こ とと して,こ こで は諸葛亮 の北伐 戦略 の概 略 につ いて述べ

てお きたい。

諸葛 亮 の戦 略 に関 して,間 接 的で はあ るが 『三 國志 』巻 二十二 陳翠傳 附 陳
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泰傳 に次 の ような記述 があ る。

衆議 以経奔 北,城 不足 自固,維 若 断涼州 之道,兼 四郡民夷,檬 關、朧 之

瞼,敢 能没維軍 而屠 朧右 。宜須大兵 四集,乃 致攻討。19)大 將 軍司馬 文王

日;「 昔諸葛亮常 有此志,卒 亦不 能。事大謀遠,非 維所任 也。且城非倉 卒

所抜,而 糧少爲急,征 西速救,得 上 策　 。」

これ は魏 の正 元二年,蜀 漢 の延煕 十八年(255)に 姜 維がJ7¥道に攻 め込 んだ

ときの話 であ る。雍州刺 史の王経が姜維 に大敗 してX.L道城 にたて こもった際,

この事 態へ の対応 につ いて の魏 の 内部 で の協 議 の内容 であ る。 文章 中の"征

西(將 軍)"と は陳泰 の こ とで ある。

"衆 議"に 対す る司馬 昭の発 言 は
,要 す るに"衆 議"が 諸葛亮 の北伐戦 略で

ある と(少 なくとも)司 馬昭が考 えていた とい うこ とであ る。 しか も,そ の戦

略 に よって朧西 を攻略 され る ことは,(直 接的には書いてはいないが)魏 に とっ

ていや な ことである ことは理解 で きるだ ろう。つ ま り,諸 葛亮 の戦略 は

涼州へ の交通路 を遮断 し,四 郡(朧 西 ・南安 ・天水 ・略陽[広 魏])の 人民 ・

蛮族 をあわせ,関 ・朧 の要害 を占拠 し,朧 西 を攻略 す る(そ して,そ の上

で長安を窺 う)。

とい うことであった(と 少なくとも司馬昭は考えていた)の であ る。

加 えて,『 三國志 』巻 二十六郭潅傳 にある五丈原 の戦いの際の

青龍 二年,諸 葛亮 出斜 谷,並 田干 蘭坑 。是 時司馬 宣王屯滑 南;准 策亮 必

争北原,宜 先擦之,議 者多謂不然 。准 日:「 若亮跨清登 原,連 兵北 山,隔

絶朧道,揺 蕩民 、夷,此 非 國之利 也。」

とい う郭准 の指 摘 を考慮 す る と,司 馬 昭だ けで な く司 馬酪 も同様 に考 えてい

た可能性が ある。

この ような諸葛 亮 の方針 は,当 時の雍州 ・涼 州の情 勢 も考慮 に入 れ なけれ

ば な らない20)。河 首平漢 王宋建 が抱牢 を根 拠 地 と して夏侯 淵 に滅 ぼ され るま

で三十余年 間独立 を保 っていた こ とが 『三 國志 』魏書 武帝紀 に記 されている21)

が,こ れ は,「 河西 ・朧右 が政治 的 ・社会 的 ・経済 的 に独 立の一域 として 中原

に対抗 す る形勢 にあった こ とを明示 してい る」22)と 考 え られ る。 また,黄 初
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二年(221)ま で宋建 以外 に も雍州 ・涼 州で は反乱が相次 いで お り23),な か な

か安定 しなか った。 しか も独 立 の一域 と して中原 に対抗 しよ うとす る こ とが

で きるほ ど豊 かで もあ ったの であ る。 この こ とだけか ら考 えて も,諸 葛 亮が

先述 した よ うな戦略 を考 える理 由が理解 で きよう24)。

『三 國志 』 にお ける涼州 関連の記事 を精読 す る と,黄 初 二年(221)に なって

それ まで相次 い だ涼 州 の反乱 が よ うや く鎮 圧 され,こ の前後 か ら西域 との交

通 が始 まった25)よ うな状 態 であった こ とが理解 で きる。 そ して,よ うや く涼

州 が落 ち着 きかけ て きた と思 った ところで太和 元年(227)に 西平 の麹英 が反

乱 を起 こ し,臨 完 や西都 で暴 れ たので ある26)。i雍州 で も黄初 六年(225)か ら

太和 元年(227)の こと と思 われ るが,安 定のJ族 の大帥辟 號 が反乱 を起 こ し

てい る27)。 また,実 際諸葛亮 の北伐 に朧西 の莞族 も呼応 していた可能性 が高

い28)。太和 元年 とい えば,諸 葛 亮 が漢 中 に駐屯 し本 格 的 に北伐準 備 に入 った

年 であ る。それ に,『 三 國志 』巻 十六倉 慈傳 には,敦 煙の情勢 として

太和 中,'/S太 守。郡在 西 睡,以 喪乱 隔絶,曖 無太 守二十 歳,大 姓雄

張,遂 以爲俗。

とあ る。つ ま り,倉 慈が赴任 す る までの二 十年 間太守 はい なか ったのであ り,

魏 の統 治の不安定 さは ここに も見 て取 る ことがで きる。

上記 の ような状態 を考慮 に入 れ る と涼 州 はまだ まだ不安 定 であ り,情 勢 の

変化 に よって はいつ で も混乱 に陥 る可能性 が あ っ た と言 え よう。 とす れ ば,

涼 州Lあ るい はそれ以西 の異民族 諸勢力 の 中で も蜀 漢 につ こ うと してい る も

の もあ った とい うこ とは十分考 える こ とが で き,ま す ます涼 州 が混乱 に陥る

可 能性 は膨 らん で くる。 ここ まで述べ た ことを踏 まえて考 える と長安 ・洛 陽

か ら涼 州へ の交通路 を遮 断す れ ば,涼 州が蜀 漢 に帰 属 して くる可 能性 が高 く

29)
,そ うなれ ば涼 州が蜀 漢 に とっての軍事 的補給地 とな るだけで な く,西 域

へ の通路 を蜀 漢が お さえ る とい うこ と,つ ま り,西 域 貿易 の利益 は蜀漢 の も

の となった とい うこ とが想定 で きる。

また,外 交 面で は呉 との友好 ・同盟 関係 を築 いてい たが,そ れ だけで はな
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い。 宮 川 尚志氏 の指摘 に もあ る ように30),西 南 夷 をお さえ31),鮮 卑 の朝 比

能32),月 支 ・康 居 な どの周辺異 民族 とも連 絡 を とるな ど関係 を築 こ うと して

いた。 これ らはすべ て 「北伐 を成 功 させ る」 とい う目的観 に貫 かれ た非 常 に

現 実主義 的 な対応 で あった。特 に建 興 三年(225)に 南征 を行 って後顧 の憂 い

を無 くしたのであ るが,こ れ には現在 の雲南地方や ビルマ方面の ルー ト(西 南

シルクロー ド)か らの南 方物 資 を確保 す る意味 もあった と考 え られ る33)。

月氏 ・康居 に関 して は,『 三國志』巻 三十三後主傳斐注所 引 『諸葛亮 集』 に

ある建興五年(227)三 月の後主 の詔勅 に次 の ような記述 があ る。

涼 州諸 國王各遣 月支 、康居 胡侯 支富 、康 植等 二十蝕 人詣 受節度,大 軍北

出,便 欲率將兵 馬,奮 父 先駆 。

ここにあ る月支 ・康居 に関 しては様 々な見方が で き,確 実 に特 定で きないが,

使 者 を送 って来 た集 団が大 月氏 や西 域諸 国 の影響 を受 けてい るに して もい な

いに して も,「 涼州や西域 の異民族 には蜀 漢 と良 い関係 を築 くとい う選択肢 が

あ った」 とい うこ とと 「魏王 朝 の統 治下 にあって も涼 州 は安 定 してい なか っ

た」 とい うこ とは言 えるであ ろ う。劉 暉 の詔勅 にこの ような記述 があ る とい

うこ とは,使 者 が蜀漢 に来 てい な くては な らない とい うことで あ り,そ の使

者 はお そ ら く涼 州 を通 って きた,も し くは 出発 して きた ことで あろ う。蜀 漢

へ 向か う使 者が魏 王朝 統治下 の涼 州 を通 る,な い し出発 す るこ とがで きた と

い う ことで ある な らば,そ れだ け魏 王朝 の涼州 に対す る支 配力 が まだ まだ弱

かった とい うことを意味 してい る と思 われ る。

加 えて,内 政面 で は農業 の振興34),治 水 施設 の整備35),塩 鉄 の専 売36),蜀

錦 の増 産37),通 貨 の安 定 な どの諸政 策38)を 実行 し,民 衆生 活 を安定 させ てい

った39)。

この ように,諸 葛亮 は北伐 の ため に様 々 な準備 を整 え,状 態 をす べ て把 握

し,そ れ らに立脚 した非常 に緻 密 で手堅 い戦略,そ して国家 その もの を構 築

していたのである。

これ に対 して,『 三國志 』巻四十魏延傳 にあ る魏延 の戦 略 に関す る記述 は次

の ような ものであ る。
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延毎 随亮 出,軌 欲 請兵万 人,與 亮 異道 會干滝 關,如 韓信 故事,亮 制 而不

許。延 常謂亮爲怯,歎 恨 己才用不壼。

これ は魏延 が韓信 の故事40)に な らって別行動 を取 り漣 関 に出 る とい う策 を提

案 したのであ るが,諸 葛亮 の許 しを得 る ことが で きなかった とい う話 であ る。

彼 の戦略 に関す る考 え方 につ いて の陳壽 『三國志 』本文 の記事 は これ しか

ない ので性急 に判 断 はで きないが,少 な くとも上記 の諸葛亮 の ような国家戦

略の上 に成 り立 った もので はない とい うこ とは言 え るだろ う。 また,軍 事 的

に長安 をお さえる とい う以外 の戦 略上 の長短 が明確 にされてお らず,長 安 を

お さえた あ と どうす るか とい うこ とが はっ き りわか らない よ うに見 え る。加

えて,長 安 にい たる まで の 間に襲 撃 され る可 能性 や魏 延が通 ろ うと した子午

道 に多 い桟 道 の危険 性な ども考 慮 されて いない ように見受 け られ る41)。大敗

す るわ けにはいか ない諸葛亮が採用 しなかったの も理解 で きる。

加 えて,斐 注 の記事 まで見 る と 『三 國志 』巻 四十i魏延傳 襲注所 引 『魏 略 』

には

夏侯　爲 安西將 軍,鎭 長安 。亮 於南鄭 與撃 下計議,延 日:「 聞夏侯　 少,

主婿也,怯 而無謀 。今假延 精兵 五千,負 糧 五千,直 從褒 中出,循 秦嶺 而

東,當 子 午 而北,不 過十 日可到 長安。 　 聞延奄 至,必 乗 船逃走 。長 安 中

惟 有御 史 、京 兆太 守耳,横 門邸 閣與 散民 之穀足 周 食也 。比 東方 相合 聚,

尚二十許 日,而 公從斜谷來,必 足 以達。如此,則 一基 而成 陽以西可定　。」

亮 以爲此 縣危,不 如 安從坦 道,可 以平 取 朧右,十 全 必 克而無虞,故 不 用

延 計。

とあ る。先 に引用 した 『三國志』 巻 四十魏 延傳 本文 を補足す る ように注 され

て い る文 で あ るが,こ れ につ い て は 『三國 志 』巻 三十 五諸 葛 亮傳 斐 注 所 引

『魏略』 の

始,國 家 以蜀 中惟 有劉 備。 備既死,数 歳寂然 無聲,是 以 略無備 預;而 卒

聞亮 出,朝 野恐催,朧 右 、祁 山尤甚,故 三郡 同時鷹亮。

も合 わせ て見 る と,「 諸葛亮 の北伐が始 まるまで魏 は全 く蜀 漢 に対す る備 えを

していなかった」 とい うのが 『魏 略』の見解 で あるこ とが わか る。
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ただ,諸 葛 亮妓 後 の蜀 漢軍 につ いて 「三 國志 』巻 四十魏 延傳 斐注所 引 『魏

略』 には

諸葛亮 病,謂 延等 云:「 我 之死後,但 謹 自守,愼 勿復 來也 。」令延撮 行 己

事,密 持 喪去 。 延遂 匿 之,行 至 褒 口,乃 獲 喪 。亮 長 史楊 儀 宿 與延 不和,

見延撮 行軍事,催 爲 所 害,乃 張言延 欲墨 衆北 附,遂 率 其衆 攻延。 延本 無

此心,不 戦軍走,追 而殺之。

とあるが,こ れ は陳壽 『三國志 』本 文 にあ る諸葛亮 残後 の経過 と全 くとい っ

ていい ほ ど異 な ってい る42)。『三國志』斐注所 引 『魏略 』の蜀漢 に関す る記事

を見 る と陳壽 『三 國志 』蜀書 本文 の異説 も存在 してい る43)が,『 魏略 』が蜀

漢政権 滅亡以前 に成立 してい る ことを考慮 す る と,(陳 壽r三 國志』蜀書に反映

されているであろう)『魏 略』成立 当時の蜀漢 政権 の公式 見解 を否定す る意 図が

著者 ・魚炎 にあ った可 能性 も指摘 で きる。 『魏 略』が この ような傾 向を持 って

い た可 能性 が ある こ とを考慮す る と,先 に引用 した 『魏 略』 の記事 を鵜 呑 み

にす るこ とはで きず,注 意 が必要 であろ う。44)

この ように見 る と,魏 延 の考 え方 の 中 に 「戦 略」 とい う視 点が あ った とは

考 え に くい。魏延 は諸葛 亮 の戦 略が 理解 で きなか ったた めであ ろ うが,彼 を

"怯"と まで評 してい る
。"將 軍"で あ る魏 延 と"政 治家"で もあっ た諸葛 亮

の考 え方 には相 当な相違が あ ったであ ろう45)。

この よ うに見 る と,魏 延 には諸 葛亮 へ の不 満 が あ った ことは確 か で あ る。

とと もに(諸 葛亮の片腕 ともなっていて人間としても合わない)楊 儀 との確 執 もあ

って敗死 に追いや られるわ けだが,先 に指摘 した諸氏 の研 究 に もあ る ように,

少 な くとも魏 延 の死 の背 後 に派 閥抗 争 の動 きは見 えて こない。 長年 の個 人的

不満 を爆発 させ ただ けの ように しか見 え ない。 したが って,諸 葛 亮妓 後 の蜀

漢政権 の有 り様 を劇 的かつ根本 的に変化 させ る よ うな事件 で はなか ったので

ある。

② につ いては 『三 國志』巻 四十五楊戯傳 附 『季漢輔 臣贅』 に も

十 二年,丞 相亮 卒,以 壼督 漢 中,車 騎將 軍,假 節,領 雍州 刺 史,進 封 濟
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陽侯。

とある。 また,『 三國志』巻 四十三王平傳 を見 る と,

十 二年,亮 卒於 武 功 ……遷 後 典軍 、安 漢將 軍,副 車騎 將 軍呉 萱住 漢 中,

又領漢 中太守。

とあ る ことか ら,諸 葛亮妓 後 の漢 中 を託 され た人物が呉謙 と王 平 であ る こ と

が わか る。

これは,政 権 の中心 が と りあ えず首都 ・成都 に戻 って きた ことを意 味す る。

建興五 年(227)年 以 来,諸 葛亮 は漢 中 に丞相府 ・丞相 営 を置い て独 自の文 官

組織 と蜀 漢 正規 軍 を支 配下 にお くと同 時 に,成 都 に は丞相 留 府 を設 置 した。

そ して 「孔 明 は絶 えず成都 の朝廷 ・留 府 と密 接 な連絡 を と り,内 政 ・外 交 の

諸事 につ いて の指示 を与 えていた ので ある。そ して,と りわけ留府 には後継

者 とたの む蒋碗 らが配置 され,事 実上 の行政府 として機 能 して いた もの と思

われ」46),「孔 明 は漢 中に進駐 しなが らも成都 朝廷 を完全 に掌握 し,内 政 ・対

孫呉外 交 を リモー トコン トロー ル し」47)て い た。 この ように見 る と,諸 葛亮

は本 当に国政 の全 て を総覧 していたのであ る。

この体制 が諸葛 亮 の存在 その もの に依存 す る もの であ った こ とは容 易 に指

摘 で きる。 したが って,そ の状態 は彼 の死 に よって一旦解 消 を余儀 な くされ,

内政 ・軍事 ・外 交 の諸政 策 ・体 制 の再構 築 を迫 られ る こ ととなったため,成

都 に国政 の中心 が戻 って きた と考 え られ るだろ う。48)

〔三〕『三國志』蜀書か ら見 た 「集団指導体制」と楊儀 の失脚

以上 の こ とを踏 まえた うえで,集 団指 導体 制 を構 成す る人 々の 『三國志 』

各傳 を確 認 しつつ,③ と集 団指導体制 について考察 を加 えてみ たい。

まず 『三國志』巻 四十 四蒋碗 傳 には

亮卒,以 碗 爲 尚書令,俄 而加 行都 護,假 節,領 盆 州刺 史,遷 大將軍,録

尚書事,封 安 陽亭侯。

とある。 ここか らわか るのは(こ の文章を素直に読めば〉行都 護 ・假 節 ・領盆州
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刺 史の諸官職 が 尚書令 に任 じられた後 で蒋碗 に 「俄 に加 え られ た」 こ とであ

る。 これ は蒋 碗 が諸葛 亮 の後継者 で あ るこ とをすみや か に明 らか にす る意 味

が あった と思 われ る。

ここで 『華 陽 國志 』 に記 されて い る集 団指 導体制 の他 の構 成 メ ンバ ー の傳

を以下 に列挙 してみ る。 「三國志 』巻四十 四費禧傳 には

亮卒,緯 爲 後軍師。頃之,代 蒋碗 爲 尚書令。

とあ り,ま た 『三國志』巻 四十 四姜維傳 には

十二年,亮 卒,維 還成都,爲 右監軍輔 漢將 軍,統 諸軍,進 封平裏侯。

とある。 『三國志 』巻四十五郵 芝傳 には

亮卒,遷 前軍師前將軍,領 菟 州刺史,封 陽武亭侯,頃 之爲督江 州。

となっている。 『三國志 』巻四十五張翼傳 には

亮卒,拝 前 領軍,追 論討 劉 冑功,賜 爵 關内侯。 延煕 元年,入 爲 尚書,稽

遷督建 威,假 節,進 封都亭侯,征 西大將軍。

とある。 また 『三 國志』..四 十楊儀傳 には

亮卒子敵場 。… …而亮平生密 指,以 儀性猜狡,意 在蒋碗,碗 遂爲 尚書令,

盆州刺史。儀至,拝 爲 中軍師,無 所統 領,従 容而巳。

と書か れている。

以上 の記述 か ら 『華 陽國志 』で取 り上 げ られてい る六人が政 権 中枢 に参 画

していたのか どうか を彼 らの官職 な どか ら確 認 してみ たい。

まず,蒋 碗 は 「国事 を総 統 した」 と記 されてお り,こ の建興 十 二年 の段 階

で,尚 書令 ・行都 護 ・假 節 ・領 盆州刺 史 となってい る。 尚書令 は この 当時 に

あ って は国家行 政の実務 を担 っていた と考 え られ,盆 州刺史 を領す るこ とで

地 方行政 の責任者 ともな ってい る。 また,行 都護 につ いて はは っ き りしない

が,蜀 漢 にお ける都 護就 官者 が中都 護 であ った李厳 、行都 護 の蒋碗 ・諸葛 謄

であ るこ とか ら,宰 相格 の者が就任 す る軍事 関係 の官職 と考 え られ る49)。こ

の よ うに見 る と,彼 は主要 な官職 をすべ て握 ってお り,そ の上諸葛亮 の遺 言

に よる指名 であ るため に蒋碗 個 人 として は無理 して力 を誇示 す る必 要 もない

ほ どに権力が集 中 してい る。
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費緯 につ いて は,建 興 十 三年 四月 にお け る蒋碗 の大將軍 ・録 尚書 事昇格 ま

で は後軍師で しか ない ので,官 職か らは政権 中枢 にい たか どうか わか らない。

しか し,蒋 碗 の昇格後 す ぐに 尚書令 となるので,政 権 中枢 にいた可能性 は高

い と思われ る。

姜維 につ いて は どうだ ろうか。 官職 は右監 軍 ・輔漢 將軍 であ るが,先 に引

用 した 『三 國志 』蜀 書姜維傳 をみ る と,"統 諸軍"と あ り,素 直 に読 め ば姜維

が蜀漢 の諸軍 を統率 して いた こ とにな る。少 な くとも姜維 が政権 中枢 にい た

こ とは間違 い ないで あろう。

郵 芝 に関 しては,前 將軍 ・前軍 師 ・領 菟 州刺 史へ の昇 進 と江州 を総督 して

いた こ とが書 かれてい るだけであ る。 また,「 督江州」 とい う ことか ら江 州へ

駐屯 してい た可 能性 もあ り,政 権 中枢 で政策 決定 に携 わっていたか どうか は,

『三 國志』か らはわか らない。

張翼 は,前 領 軍 に昇 進 し,関 内侯 の爵位 を賜 ってい るが,政 権 の 中枢 にい

たか どうかはわか らない。

楊儀 につい ては,『 三國志』に 「担 当す る職務 が な く,手 持 ち無 沙汰だった」

とはっ きりと書かれてい る。彼 は政権 の中枢 にはいなかったのであ る。

この ように 『三 國志 』諸傳 の文 章か ら考 えてみ る と,諸 葛亮 が 亡 くな った

後,蜀 漢 政権 中枢 部 に参 画 していた ことが はっ き りとわか るの は蒋 碗 ・費緯

・姜維 で あ り
,楊 儀 には実 質的 な職務 が なか った。 また,郵 芝 ・張翼 につ い

ては よ くわか らず,中 枢 部 には参画 していなか った ように も見受 け られ る。

以上 の ように 『三國志』 の記述 と比較 してみ る と,『 華陽 國志 』 に記 され て

い る集 団指 導 体 制 が存 在 して い たか どうかす ら判 然 とせ ず,い わ ば陳壽 の

「蜀漢 国史観」 の中では無視 されてい ると言 って もよい ほ どであ る。

この よ うな状況 の中で,楊 儀 は失脚 してい くこととな る50)。『三 國志 』巻 四

十楊儀傳 には以下 の ように述べ られ ている。

而亮平 生密指,以 儀性猜狡,意 在蒋碗,碗 遂爲 尚書令,盆 州刺 史。(中略)

初,儀 爲 先主 尚書,碗 爲 尚書 郎,後 錐倶爲丞 相参 軍長 史,儀 毎從 行,當
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其 螢劇,自 惟年 宙先 碗,才 能鍮 之,於 是怨憤 形子 聲色,歎 咤 之音襲於 五

内。時人畏其言語不節,莫 敢從也,惟 後軍 師費禧往 慰省之。儀封 禧恨望,

前後云云,又 語緯 日:「 往 者丞相亡没之 際,吾 若墨 軍以就魏氏,庭 世 寧當

落度如此邪1令 人追悔不可復 及。」 禧密表其 言。十三年,慶 儀爲民,徒 漢

嘉郡 。儀至 徒所,復 上書誹 講,僻 指激切,遂 下郡牧 儀。儀 自殺,其 妻 子

還蜀。

まず述べ られてい るの は,こ こで も性格 的 な問題 であ る。 それ が失脚 の主

要 因である と見 な されてい る。

具体 的 に は,費 緯 に言 った愚痴 をそ の ま ま上 奏 されて失脚 して しま うわ け

だが,こ れ を見 て少 々気 の毒 に思 うの は筆 者 だけ だろ うか。 慰 め に きて くれ

た費禧 に対 して言 った愚痴 が,ま さか その まま上奏 され る な どとは思 って も

み なか ったの であ ろ う(本 当は言っていなかったという可能性 もあるが,そ れは憶

測の域を出ない)。彼 がお さま らず に"上 書誹誘"し たの もわか らないでは ない。

ただ,費 禧が 来 たか らとい って愚痴 をこぼ して しま う側 に も問題 が あ る と言

われて しまえば,そ れで終 わ って しま うわ けで,そ の点か らす る と彼 は人が

良す ぎる とい う感 じが しないで もない。 費緯 にす れば,反 乱 の芽 を摘 む とい

うふ うに考 えたのか も しれ ないが,後 味が悪 い もの になって しまったの は否

めないであろ う51)。

これ を見 てみ る と,楊 儀 の失脚 に も派 閥抗争 とい った ような もの は感 じら

れ ない。 蒋碗 に後継 者 の座 を もっていか れた こ とに対 す る不 満 を費緯 に上奏

されて しまっただけの こ となのであ る。52)

以上 の ような 『三 國志』 の記述 を真 に受 けて考 え る と,諸 葛 亮死 後 の蜀 漢

は非常 に くだ らない こ とで人材 を失 ってい た こ とにな るが,魏 延 ・楊 儀 の失

脚 以外 には政権 中枢 を構 成 していた人 々には大 きな変化が ない こ とが分か る。

つ ま り,諸 葛亮 の下 で働 いた人材が 蒋碗 の政権 で も中心 となってい る とい う

こ とで あ り,体 制 をゼ ロか らつ くりあげ る とい う必要 はなか った とい うこ と

であ る。確 か に,ゼ ロか らつ くりあげ る場 合 で も前 の体 制 を引 き継 ぐ場合 で
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も苦 労が あ る こ とに変 わ りは ない ので あるが,少 な くと も国家 が大混 乱 に陥

る ような変化が なか った こ とは見 て取 れ るであ ろ う。

陳壽 『三國志 』 を参考 に して見 る と,集 団指 導体制 とはい って も中央政府

の職務 を分担 してい たわ けで はな く,官 職 か ら見 て も実 質 的 に も最初 か ら単

独首班 としての蒋碗 を中心 とした体制 であ り,(少 なくとも結果的には〉蒋碗 単

独首班政権 の足 固めのための過渡 的性格 を持 った体 制で あった と思 われる。

蜀 漢の最 高指導 者 であ った諸葛 亮 は,単 なる軍事 指導 者 で はな く,内 政 ・

外 交 ・軍事 まで含 んだ総合 的な指導者 で あ り,す べ てが彼0人 を中心 に動 い

てい た と言 って も過 言 で はな い。 そ の諸葛 亮 が,遠 征 先 で,あ る意味 で は

「不慮 の死」 を遂 げた わけであ るか ら,後 継体 制が確 立 されてい ないのは当然

の こ とで あ る。 その ような中で,0か らの後 継体 制 の構 築 とい う課題 が蒋碗

に迫 っていたのではないだろ うか。

また,諸 葛亮 生前 の蒋碗 の官職 は丞相 留府長 史 ・撫 軍將 軍で あ り,そ こか

ら一気 に宰相格 の官職 まで昇格 させ る こ とは,生 前 に公 の場 での後継 者指 名

が なか った こ とや後継体 制 の未確 立 とい う ような こ とな どの難 しさ もあ った

ため,集 団指導体制 と見 られ る体 制が採用 されたので はないか と思 われる。

集 団指導体 制 は諸葛亮 政権 時代 の統 治体 制 とは まるっ き り正 反対 の体 制 で

ある。 この よ うな複数首 班 の合 議制 で あ る集 団指 導体 制 は,権 力 闘争の激 化

に よって闘争が起 こ り,そ れ に勝利 した人物 が単独 首班 とな るのが最 悪 のパ

ター ンとして考 え られ るわ けだが,以 上 の ような記述 か らす る と,蒋 碗 を中

心 とす る後 継体制 を構築 す る際 に表 立 った権 力 闘争や 集団指導体 制 に よる権

力 の分 散 な どはほ とん どな く,楊 儀 の失脚 以外 は大 した問題 もなか った と見

受 け られ る。 そ の楊儀 の失脚 も蒋碗 へ の権力 の 集 中に対 す る不平 を費緯 に漏

らしたた めで あ り,む しろ蒋碗 へ の権力 集 中が 進 んでい た証拠 と考 えるのが

順当であ る と思 われる。

この ように見 る と,諸 葛 亮 の死後,蒋 碗 が 「国事 を総統 す る」,つ ま り後継

者 であ る とい うこ とは人事 に よって公 に示 され たので あ るが,前 任者 か ら権

力 をスム ーズ に引 き継 いだ わけで はない。 む しろ,言 うなれ ば前任 者 の 「不
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慮 の死」 の後 をうけたので あ るか ら,後 継体 制 な どが準備 されて い るはず も

な く,そ れ を蒋碗 は(ゼ ロか らではないにしても)一 か ら構築 せ ね ばな らなかっ

たのであ る。 その後継体 制づ く りのため の 「集 団指 導体 制」 と見 られ る体 制

で あった と考 えるのが順 当で あろ う。つ ま り,蒋 碗 政権 の足 固め のため の過

渡的性格 を持 ってい た と考 え られるのであ る。

た だ,「 集団指導体制 と見 られ る体制 それ 自体 が後継体制 であ り,蒋 碗 単独

首班 としての体 制であ った」 と考 える こともで きる。

先述 の よ うに,建 興 十二 年八 月の段 階で,蒋 碗 は権力 を誇示 す る必 要 もな

い と思 われ る主 要 な権 力 をすべ て握 って いた。相対 的 に見 る とこれ以上 の昇

進 は必要 ないのであ る。

さらに,蒋 碗 は 自分が諸葛 亮 の よ うに圧 倒的 な権威 ・権 力 を持 つ の をむ し

ろ避 け よ うと した ようで あ る。先 に引用 した 『三 國志 』巻 四十 四姜維傳 を見

る と,蒋 碗 は諸 軍 を姜維 に統 率 させ て いた よ うに見 える。 その気 になれ ば諸

葛 亮 の よ うに圧 倒 的 な権威 ・権力 を もって 自分 自身で統率 で きる状況 だ った

に もかか わ らず,で ある。 彼 自身が前線 で軍 隊 を指揮 した こ とが なか った と

い う事情 もあ ったか もしれ ないが,彼 自身へ の諸葛亮 の ような権 威 ・権 力 の

集中 に対 す る遠慮 が あったので はないか と思 う。

『華陽 國志』巻七劉後主志 には,

十三年,拝 尚書 令蒋碗 爲大將 軍,領 盆 州刺 史。 以費韓 爲 尚書 令。 時新 喪

元 帥,遠 近危棟 。碗,超 登 大位 。既無威容,又 無喜色。 衆望漸服 。53)

とあ る。 「遠 近危棟 」 であった と きに蒋碗 が 「大位 に超登」 した ところ,そ の

姿 を見 て 「衆望漸 く服 した」 とい うこ とで あろ う。

周 囲の状 況が 蒋碗 の 「超 登大 位」 に有利 になって くるであ ろ うこ とを蒋碗

が 「計算 」 していた とい う穿 った見 方 もで きるだ ろ う。 ただ,『 三 國志 』巻 四

十四蒋碗 傳 にあ る次 の よ うな記 述 を見 る と,必 ず しもそ うは言 え ない ようで

ある。

東曹豫楊戯 素性 簡略,碗 與言論,時 不鷹答 。或欲構 戯於 碗 日:「 公與戯語
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而不見 慮,戯 之慢 上,不 亦甚乎1」 碗 日:「 人心不 同,各 如其面;面 從 後

言,古 人之所誠也 。戯 欲賛吾是耶,則 非其本心,欲 反吾言,則 顯吾之非,

是 以獣然,是 戯 之快也。」又 督農楊敏 曾殿 碗 日:「作 事 憤債,誠 非及前人。」

或 以 白碗,主 者 請推 治敏,碗 日:「 吾 實不如 前 人,無 可推也 。」主者重 擦

聴不推,則 乞 問其 憤憤 之状。碗 日:「 筍其 不如,則 事不 當理,事 不 當理,

則 憤 憤 　 。復何 問邪?」 後敏 坐事 撃 獄,衆 人 猶催其 必死,碗 心無適 莫,

得免重罪。其好悪存 道,皆 此類 也。

楊戯 につ いては 『三國志 』巻四十五 に傳 が あるが,そ こで も

戯性錐簡惰省 略,未 嘗以甘言加人,過 情接物。

とあ り,よ く言 えば大 まか な,悪 く言 えば適 当に仕事 をす る人物 であ った よ

うだが,蒋 碗 は楊戯 を陥れ よう とした人物 の意見 を退 けて,楊 戯 の本質 を見

抜 こう としていた とい うこ とになろ うか。

楊敏 につい て 『三 國志 』 には巻 四 十四蒋碗 傳 の この部分 に しか記 述が ない

ため,彼 が どの よ うな人物 であ ったか は まった くわか らないが,蒋 碗 に対 し

て蜀漢 の内部 で非常 に厳 しい見 方 が一 般 的で あ った可 能性 が高 い。 しか し,

蒋碗 は前任 者 であ る諸葛 亮 と比較 されて財 め られ て も,そ の とお りだ と して

まった く動 じなか った。楊戯 や楊敏 の一族 が益 州 で有力 であ ったか どうか は

よ くわか らないが,彼 らを罰す る こ とで蒋碗 に対 して 同 じよ うな評価 を して

いる人 々たちの反感 を買 わないため にこの ような反応 をせ ざる をえなか った,

とい う可 能性 もあ る。が,陳 壽 『三國志 』本文 に依拠 す る と,理 性 的 に考 え

て彼 自身がそ の とお りだ と判 断 した こ とにつ いて は,そ れ が 自身 につい ての

否 定的評価 で あ った と して も 「その とお り」 と認め る こ とがで きた とい うこ

とか らす る と,上 記 の よ うな蒋碗 の反応 は 「反感 を買 わない」 ようにす るた

め とい う理 由か らだけではないだろ う。

これ らを見 る と,少 な くと も何 か を行 な うにあ たって無理矢 理押 し通す と

い うような人物 では なか った とい うこ とはで きそ うで ある。

また,『 三國志』巻四十四蒋碗傳 には

建興元 年,丞 相 亮 開府,辟 碗 爲東 曹橡。學茂 才,碗 固1、 陰化、廃
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延、1蓼淳,亮 教答 日:「 思惟背 親捨徳,以 珍 百姓,衆 人既不 隙於心,實 又

使遠近不解其義,是 以君宜顯其功墨,以 明此 選之清 重也。」

とあ り,同 巻 四十 四費緯傳 には

延煕七年,… … 碗固譲 州職,緯 復 領盆州刺史。

とある。 この二つ の文章 とも 「固譲」 とい う表現 を含 んで いる。茂才 に推挙

されて も(自 分がそれに値 しないと考えて)他 の人物 を推 薦 して なん とか辞退 し

よ うと した,と あ る。 また,お そ ら く病 に倒 れ た後 に,自 身 に集 中 して いた

官 職(大 司馬 ・大將軍 ・開府 ・録尚書事 ・領盆州刺史)の うち,延 煕七 年 にで はあ

るが盆 州刺 史 を 「か た く辞退 して」費緯 に譲 ってい る54)。

加 えて同巻 三十九董 允傳 には

尚書令蒋碗 領盆 州刺 史,上 疏 以譲 費禧及 允,又 表 「允 内侍歴 年,翼 贅王

室,宜 賜 爵土以褒{,,。 」 允固.,不 受。

とあ り,尚 書令 で あった建 興十 二年八 月～建興 十 三年 四月 まで の間 に も費 緯

か董允 に盆 州刺 史 を譲 ろ うとしてい たこ とが わかる。

以上 の よ うに見 る と,自 らへ の官職 ・権 力 の集 中 を避 け よ うと してい た と

思 わ れるが,こ れ には蒋 碗 自身の人 間性が 少 しはか らんで いる よ うに思 わ れ

る。

この ように見 る と,蒋 碗 は,自 分 が諸葛亮 の ように圧倒 的 な権威 ・権力 を

持 つ の をむ しろ避 け よう と した とも考 える ことがで きる。 それ に,相 対 的 に

は昇 進 の必 要が ない ことを考 える と,集 団指 導体 制が蒋碗 単独 首班 政権へ の

道程 だった ので はな く,こ の体 制 そ の ものが後 継体 制,つ ま り 「ゆるやか な

蒋碗 単独首 班政権 」 であ った と見 る こ ともで きるが で きる。 そ して,そ れが

集 団指導体制 の実 態で はなか ったか と筆者 は考 える。

そ う考 える と,建 興十 三年正 月 の楊儀 失脚 と四月の蒋碗 の大將軍 ・録 尚書

事昇 進 に と もな う集 団指 導体 制 の解 消 の意味 も理 解 しやす い。 わ ざわ ざ 「ゆ

るや か な単独 首班政権」 に していたの は,「 不 平不満 を持 った揚儀 まで も人材

と して生 か して い く道 を探 るため だ った」 の で はない か とい うこ とで あ る。
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もしそ うな らば,集 団指導体 制 の解消 は,楊 儀 失脚 に よって この体 制 を維 持

す る必 要が な くなった ために もた らされ た と考 える ことが で きる。

〔四〕単独首班政権体制への 「回帰」

結果 的 に建興 十三年 四月以 降,諸 葛 亮 の ような圧倒 的 な官 職 と権 力 を掌握

す る蒋碗 の単独 首班 政権 となってい く。

建 興 十三年 四月 に蒋碗 が大將 軍 ・録 尚書 事 に昇格 してか らは,蒋 碗 が他 に

比べ て(少 なく○とも官職上は)圧 倒 的な地位 を保 ってい たこ とが よ くわか る。諸

葛亮 と同 じように蜀 漢 にお いて他 に抜 きん出ていたのである。

『三 國志 』 を典擦 として蒋碗 と蒋碗 妓 後 に蜀漢 を担 うこ とになる費緯 ・姜維

の力 関係 を見 る うえで,蒋 碗 政権 下 にお け る彼 らの官職 を見 て参 考 に した い

と思 う。

費禧 建興十二年 後軍師

建興十三年 尚書令

延煕六年 大將軍 ・録尚書事 ・領盆州刺史(延 煕七年)

姜維 建興十二年 右監軍 ・輔漢將軍

延煕二年 大司馬府司馬

延煕六年 鎮西大將軍 ・涼州刺史

こ う して見 る と,蒋 碗 が重態 に陥った延煕六 年～七 年 にお ける費 禧 の大將

軍 ・録 尚書 事 ・領 盆州 刺 史,姜 維 の鎮 西大 將軍就 任 は ともか く,彼 らと蒋碗

との 問 には(少 なくとも官職上は)か な りの 開 きが あ る。 つ ま り,蒋 碗 政権 は

前代 の諸葛亮 政権 と同様,蒋 碗 一 人 に相 当の官職 と権力が 集 中 してい た とい

うことが 言 える55)。

ここで蒋碗 の官職 を諸葛 亮 と比較 してみ たい と思 う。諸葛亮 は章 武三年 に

開府 した時 に丞相(開 府)・ 假節 ・録 尚書事 ・領 盆州 牧 ・司隷 校尉 であ り,蒋
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碗 は延煕二年 の時点 で大 司馬(開 府)・假 節 ・録 尚書事 ・領盆州刺 史であった。

この こ とか らす る と,諸 葛亮 と蒋碗 との権力 の差 は(少 なくとも)実 質上 は

ほ とん どない とい うこ とが 言 えるだ ろ う。違 い と言 えば,蒋 碗 は司隷校 尉 に

は就 いてお らず,地 方行 政 に関 して も"牧"で はな く"刺 史"で あ るが,実

質的 には大差が ない。

た だ,"権 威"と い う意味 で言 えば諸葛 亮の方 が明 らか に上 であ る。丞相 は

臣下 の中で も尊 貴 の地位 であ り,か つ蜀 漢 にお いて は諸葛 亮以 降任 命 され な

かった ことや,"牧"と"刺 史"で はや は り"牧'の 方が上 である こ とに加 え,

諸葛亮 は司隷校尉 を も兼ね ていたので ある。

この ような こ とか ら,建 興 十三年 四月 以降 の蒋碗 政権 と諸葛亮 政権 の次 の

よ うな共通 点 を指摘 す る こ とがで きる。彼 らは圧 倒 的 な政 治 的地位 を保 ち,

軍事 に しろ内政 に しろ外 交 に しろ,最 終 決定権 を彼 ら一人 が握 ってい た56)。

つ ま り蜀 漢 の国家体 制の構造 として は結 果 的 に大 きな変化 が見 られ ない とい

うことであ る。 そ して,蒋 碗 政権 は 『三國志』巻 四十 四に

評 日:蒋 碗 方整 有威重,… …成承諸 葛之 成規,因 循 而不 革,是 以邊境 無

虞,邦 家和0,然 猶未盆 治小 之宜,居 静之理也。

とあ るように,「 諸葛 亮 の方針 を改 める ことがなか った」 のであ る。

〔五〕蒋碗 政権の外交 ・内政政策

で は,蒋 碗 は どの ように 「諸 葛亮 の方針 を改 める こ とが なか った」 のであ

ろ うか。蒋碗 の具体 的な政策 は史料不足 もあ って よ くわか らないのが現状 で

ある とい って よい。 ただ,そ の ような中で もある程度 理解 で きる ものがあ る。

蒋碗 の北伐 に関 して は小規模 な もの以外 は未 遂 に終 わ ってい るが,紙 幅 の都

合 で稿 を改 め て論 じたい。 ここで は外 交 と内政 につ いて指摘 してお きたい と

思 う。

外交面 で は諸葛亮が亡 くな り,蒋 碗 中心 の 「集 団指導体制」 となった ころ,

呉 との問に問題 を抱 える こととなった。『三 國志』巻 四十五宗預傳 には
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及亮卒,呉 慮魏 或承 衰取蜀,増 巴丘守 兵萬 人,0欲 以爲救援二,二欲以事

分割 也。蜀 聞之,亦 盆 永安 之守,以 防非常 。預 將命使 呉,孫 権 問預 日:

「東之與 西,讐 猶 一家,而 聞西更 増 白帝 之守,何 也?」 預封 日:「 臣以爲

東盆 巴丘之戌,西 増 白帝之守,皆 事勢 宜然,倶 不足 以相 問也。」権 大 笑,

嘉其抗直,甚 愛待之,見 敬亜於 郵 芝 、費禧 。

とあ り,呉 が諸葛 亮 の死 を受 けて蜀 漢が 衰 え て魏 に滅 ぼ され るの を警 戒 し,

救援 の ため と称 して あわ よ くば蜀漢 を分割 す るため に巴丘 の守備 を増 強 した

ことが わか る。呉 の側 に魏 延 と楊儀 の争 い も伝 わ って いた可能性 が高 く,そ

れが 内部の混乱 と して考慮 され たためで もあ ろ う。 これ につ いては 『三國志』

巻 四十七呉主傳 にあ る 「分 天下 文」 にあ る

若有害漢,則 呉伐 之;若 有害呉,則 漢伐 之。

とい う内容 を 「呉及 び蜀 漢 のいず れか の内部 で混 乱が発 生 し危 機 的状 況 とな

った場合,も う0方 の国が併合 す る こ とがあ り得 る」 と解 釈 して起 こ された

行動 で ある可 能性 もあ る57)。この状 況 に対 して蜀漢,す なわ ち蒋碗 政権 は対

抗 して永安 の守備 を増 強 しつ つ宗預 を呉 に派遣 して外交 関係 を修復 したわ け

だが,こ れ には蜀 漢 内部で混乱 が発 生 してい ない こ とを示す ため で もあった

もの と思 われる。

内政 につ いて は,先 に引用 した 『三 國志 』巻 四十 四の評 にあ る よ うに,ま

た先 行研 究で も指摘 されて い る とお り蒋碗 独 自の政 策 はな く,史 料 も少 ない

ため よ くわか らない。 た だ,そ の一面 を示 す ものが あ る。 それ は大 赦の 回数

である。58)

なぜ な ら,「 大赦 の実 施が及 ぼす政 治的有効性 につ いて は,軽 々 と結論 は下

せ ない もの の,具 体 的事 例 に即 してい えば,大 赦 の多発 化 は蜀漢政椹 の衰微

と軌 を0に す る」59)か らで ある。蒋碗 ・費緯 治世 の二十 年 間に大赦 は五 回実

施 された。そ の中で蒋碗 の治世 健 興十二年 〔234〕～延煕九年 〔246〕)の間 に行

われた大赦 は三回 健 興十二年,延 煕六年,延 煕九年)で あ る。

だが,こ の三 回の大赦 の うち,ま ず延煕 九年 の大赦 は費緯 の責任 に よる も

の と考 え られ る。その理 由 として二つ指摘 す る ことが で きる。
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第一 に,蒋 碗 は延 煕 四年 の時 点で北伐 計画 を中止せ ざる を得 ないほ ど病気

が ちで あ り,ま た この年 の十〇 月 に この世 を去 って い るこ とか ら,時 期 的 に

みて,彼 はこの 頃病 に臥せ っていた と考 えるのが 自然 であ る。

第二 に,こ の年 の大赦 に関 して大 司農 の孟 光が 意見 を述べ てい る相 手が 蒋

碗 で はな く費緯 であ ることであ る。『三 國志 』巻 四十二孟 光傳 には

延 煕九年秋,大 赦,光 於衆 中責 大將軍費緯 日:「 夫赦者,偏 枯 之物,非 明

世 所 宜有 也 。衰 弊窮極,必 不 得 已,然 後乃 可権 而行 之 耳 。今 主上仁 賢,

百僚 稻 職,有 何 旦 夕 之危,倒 懸 之急,而 数 施 非常 之恩,以 恵 姦 究 之 悪

乎?又 鷹 隼始 撃,而 更原宥 有罪,上 犯天 時,下 違人 理。老 夫毫朽,不 達

治膿,窮 謂斯法難 以経久,量 具plr之高美,所 望於 明徳 哉。」 禧但顧謝 蹴躇

而巳。

とあるが,こ れ は この大赦 を行 った人物 が費緯 であ る こ とを象徴 す る もので

あ る と考 えて よい と思 われ る。

この よ うに延 煕 九年 の大 赦 は費緯 による もの とい うこ とが で きるが,実 は

延 煕六年 の大赦 も蒋碗 の責任 か どうか非常 に"あ や しい"の であ る。つ ま り,

この大赦 も費禧 の責任 に よる ものでは ないか と思 われ るの であ る。

延煕六 年 の大赦 は十〇 月 に行 われ たのであ るが,こ れ は十 月 に蒋碗 が 浩 に

帰 還 した後 であ る。 そ してそ の大赦 の直後,費 緯 が大將軍 録 尚書事 に就任 し

て いる。 建興 十二年 の大赦 が,蒋 碗 が 国事 を総統 す る直前 に行 われ てい る こ

とか らす る と,こ の大赦 は政権担 当者 が費禧 に代 わ った こ とを示 す もので は

ない だろ うか。 費緯 が蒋碗 に代 わって録 尚書 事 に昇進 した とい うこ とは,こ

の時点 です でに執務す るこ とが 困難 なほ ど蒋碗 の病 が悪化 していた とい うふ

うに考 えて も行 き過 ぎで はな い と思 われ る。そ して蒋碗 は決 して突然病 に倒

れた わけで はな く,何 年 も前か ら病 に苦 しんで きた。 そ のた めに延 煕 四年 の

魏興 ・上庸 攻 略戦 も強行 で きなか ったので あ る。 この時点 で もその ような状

態 で あ る。 もと もと国是 であ る北伐 をす るため に漢 中 に駐屯 し開府 したの で

あ るか ら,小 康状 態が続 くような状況 であ れば,上 疏 して 浩 に帰 還 す るこ と

も,費 緯 が大將 軍録 尚書事 に就任 す る こ ともなか ったで あ ろ う。 とい うこ と
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は,彼 が,.Aに帰還 して,そ れ まで 自分 が直接担 当 して きた前線 を姜維 らに任

せ る とい うこ とは,病 が相 当悪 化 してい た とい うこ との証 明 であ り,重 態 に

陥 っていた とも見 る ことがで きる。

こ う考 える と,蒋 碗 がJf1--t11--tに帰還 した 時点 です でに政権担 当者 は実 質的 に交

代 したので あ り,費 緯 の大將 軍録 尚書事 就任 は蒋碗 が 浩 に帰 還 してか ら以 降

の実情 を追認す るか た ちになって いるので ある。つ ま り,蒋 碗 が 浩 に帰還 し

た のは後主 か らの詔 勅 を受 けたた め もあ るが,や は り執務 に差 し障 る ほ ど持

病が悪化 してい た(重 態に陥っていた可能性がある)と い う理 由 もあ ったの であ

る。

ここで延煕 六年前後 に昇 進 した人物 を 『三國志』蜀書 ・『華 陽國志』 な どか

ら挙 げて み る と以下 の ように なる。 ち なみ に,延 煕五年 ・延煕 七年 の場合 に

は年代 を注 してい る。 また,典 拠 を示 してい ない場 合 は 『三 國志 』蜀 書 の各

人の傳 に依 拠 している。

費緯…尚書令 →大將軍 ・録尚書事

領盆州刺史(延 煕七年)

郵芝…前軍師 ・前將軍 →車騎將軍

姜維…輔漢將軍 →鎮西大將軍 ・涼州刺史

董允…侍中 ・虎責中郎將→輔國將軍

侍中守尚書令(延 煕七年)

馬忠…安南將軍 →鎮南大將 軍 ・彰 郷 〔亭 〕侯

(延煕五年,

『三國志』馬忠傳 ・『華陽國志 』巻七劉 後主志)

平 尚書事

(延煕七年,『 華陽國志 』巻七劉 後主志)

王平 …前護軍 ・安漢將軍→前監軍 ・鎮北大將 軍 ・督漢中事

(『華陽國志 』巻 七劉 後主志)



(208}

これ を見 る と,蜀 漢 国の 中枢 を担 う人物 が どん どん昇 進 してい る こ とがわ

か る。 さ らに董允 は延煕 七年 に大將 軍費禧 の次 官 に もなってお り,ま た,王

平 は建 興十 五年以 来漢 中の総指 揮 を執 る立場 にあ る。彼 らは当時 の蜀漢 国の

鐸 々た る中心 人物 た ちであ る。 この ような主要 メ ンバ ー の昇 進 は蒋碗 亡 き後

の政権 へ 向けての足 固め とも受 け取 れ るので はないだ ろ うか60)。

以上 の ような こ とを考 え合 わせ る と,延 煕 六年 の大赦 も費禧 の責任 と した

ほ うが適 当で はないか と思 われるのであ る。

この よ うに延 煕六 年 と延煕 九年 の大 赦 が費 緯 に よって行 われ た とす る と,

蒋碗 ・費緯統 治 の二 十年 間に四年 に一・度の割合 で五 回行 われた大赦 は,蒋 碗

が実 質 的 に政椹 を握 って い た九年 間 には建 興 十 二年 の0回(蒋 碗政権の成立)

しか な く,あ との四 回は費緯 政権 の十一 年 間に行 われた こ とになる。 これ ら

の事情 を考慮 に入 れて考 える と,蒋 碗 の大赦 に関す る政策 は諸葛亮 の それ を

正統 に受 け継 いでいた ことにな り,陳 壽 の評の通 りと言 える。

お わ りに

蒋碗 は劉備 に仕 えてか ら後 は,基 本 的 に後 方支援 を担 当す るな ど諸葛 亮 の

歩 んで きた道 を踏襲 し,後 継者 に指名 された人物 であ る。

諸葛 亮 の死 の直 後,蜀 漢軍 内部 に はi魏延 と楊儀 の 間での争 いが勃発 し結局

は魏延 が敗死 す る。 この原 因は魏延 が 「叛乱 」 を起 こそ うと したか らで は な

く,や は り蜀 漢政権 を構 成 して いた人 々 との 「関係 」 の まず さや諸葛 亮 との

北伐戦 略 をめ ぐる意見 の相違 な どが原 因 となってい て,こ の経 過 の中で蜀 漢

政権 の根 幹 を揺 るがす よ うな事 件 とはな らなか っ た。長 安 を奇 襲す る とい う

魏延 の北伐 戦略 につ いて は実 際 には実行 され なか った こ とや史料 的 な制約 も

あって速 断す る こ とはで きないが,魏 延 の説 くよ うに うま く長安 を攻 め取 れ

たか どうか は疑 問で あ る。 また,諸 葛 亮 の北 伐戦 略 は長 安 か ら涼州へ の交 通

路 を遮断 し,そ の地 方の人民 ・蛮族 をあ わせ,そ の後東 方(長 安 ・洛陽)へ 向

か う とい う ものであ り,そ れ は異民 族 の多 か った雍州 ・涼州 の政情 が不安 定
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で あ る だけ で な く,"馬 産 ・穀物 を始 め とす る農業 生 産 の豊 饒 さ"を 誇 り,

"関 中 ・中原 と相並 ぶ富強 の0地 域"で あ った こと,そ して西域 との交易 に よ

る利益 を求 め た こ とを前提 と して いた こ とが指 摘 で きるが,詳 細 は別稿 に譲

りたい。

魏延 の死 後,『 華 陽 國志』 巻七劉 後 主志 に よる と,蒋 碗 ・楊 儀 ・費禧 ・姜

維 ・郵 芝 ・張翼 に よる集団指導体 制 が組 まれてい た と見 られ るが,陳 壽 『三

國志』 に依拠 す る と最初 か ら蒋碗 を首班 と した政権 体制 となってお り,所 謂

「集 団指導体制」 だ った とは考 え に くい。 た とえ集団指導体制 であ った として

も中央 政府 の職務 ・決定権 を分担 してい たわ けで は な く,官 職 か ら見 て も実

質 的 に も最初 か ら単独 首班 としての蒋碗 を中心 と した体 制 であ り,(少 な くと

も結果的には)蒋 碗 単独 首班政権 の足 固めのため の過渡 的性格 を持 った体制 で

あ った ことになる。

ただ,蒋 碗 の政治姿 勢か らす る と集 団指導体 制が蒋 碗 単独 首班政権へ の過

程 だっ たので はな く,こ の体 制 その ものが後継体 制,つ ま り蒋 碗 が 首班 とな

る ことに不 満 を持 っていたが有 能 な楊 儀 を も巻 き込 もう とした 「ゆ るや か な

蒋碗 単独 首班 政権」 で あ った と見 る こ ともで きる。以 上の ような性格 を併せ

持 って いたのが,所 謂 「集 団指 導体 制」 の実態 で はなか ったか と考 える。 そ

の体制 は結 局そ の楊儀 の失脚 を受 けて解消 され,建 興 十三 年四 月 に蒋 碗 が大

將軍 ・録 尚書事 に昇 格す るこ とで,蒋 碗 が官職 ・権力 の上 で他 の臣僚 たち と

比べ て圧倒 的優位 に立つ単独 首班政権 となってい ったので ある。

『三 國志』 の記事 のみ を見 る と,陳 壽 は諸葛 亮の死の直後 に 「集 団指導体制」

が あ った とは認識 して お らず,最 初か ら蒋碗 の単独首班 政権 で あった と考 え

ていた と見 られ る。 これ につ いて は上記 の ように実 質的 に は蒋碗 単独 首班 政

権 であ った こ とや,陳 壽 が蒋碗 に対 して人物 として も諸葛亮 の政 策 を正統 に

受 け継 いだ とい う点か らして も比較 的高 い評価 を下 してい る こ とが背 景 と し

て考 え られ る。今 回 は紙 幅の都合 で蒋碗 単独首班 政権確 立以 降 の政 治 的 ・軍

事 的動 向や蒋 碗 単独 首班政権 の性格 や陳壽 の蒋碗 政権 に対 す る評価 につ いて

詳細 に論 じる ことが で きなかった。稿 を改めて論 じてい きたい。
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1)狩 野直禎 「蜀漢国前史」(『東方學』161958年)・ 「蜀漢政権の構造」(以 下,「 狩

野前掲論文」 と略称)(『 史林』42-41959年),榊 原文彦 「蜀漢政権 と豪族」(『鎌

田博士還暦記念歴史学論叢』鎌 田先生還暦記念会1969年)・ 「劉備 と益州」(『日本

大学史学科五十周年記念歴史学論文集 』 日本大学史学科五十周年記念事業実行委員

会1978年),福 井重雅 「天下三分 と益州疲弊一初期劉備集 団の性格 をめ ぐって」

(『中国前近代史研究 』雄 山閣1980年),ヲ 培勾公 「談蜀国滅亡 的原因」(以 下,「 サ

前掲論文」 と略称)(『 文史哲』1982-51982年),中 林史朗 「試論,蜀 漢政権 の成

立過程 と其の存在意義一 ドラマ としての三国鼎立」(以 下,「 中林前掲論文」と略称)

(『土浦短期大学紀要』141986年)t取 立翠 「蜀漢政権成立及初期統治」(『国立中

央 図書館館 刊』新20巻 第1期1987年)・ 「蜀 漢後 主時期対 巴蜀的統治」(以 下,

「取前掲論文」 と略称)(『 国立中央 図書館館刊』新21巻 第2期1988年),渡 邉 義

浩 「蜀漢政権の成立 と荊州人士」(『東洋史論』61988年,『 三国政権 の構造 と 「名

士」』汲古書院2004年 第2章 第1節 「劉 備集団 と荊州 「名士」」)・「蜀漢政権 の

支 配 と盆 州人士」(『史境』181989年,『 三国政権 の構 造 と 「名士」』汲古書 院

2004年 第2章 第2節 「蜀漢政権の支配 と益州社会」)な どがあ る。

2)例 えば,渡 邉義浩氏 は 「蜀漢政権の支配 と盆 州人士」において 「諸葛亮の死後の

蜀漢政権 は,蒋 碗 ・費禧輔政期(235～252年)と 姜維輔政期(253～263年)の 二

期 に分 け られ る。蒋碗 ・費緯輔政期 は,曹 魏 に対す る出兵 を行わず,益 州土着政権

として,政 権 の存続 をはかった時期である」 とされている。 ちなみに,馬 植烈 『三

国史』(人 民出版社1993年)で は,蒋i碗 輔政期 について述べ られているが,概 説

にとどまっている。

3)ち なみに 『三國志』の蒋碗傳 は,め ず らしく斐注がない傳である。

4)劉 敏 については,『 三國志』巻四十四蒋碗 傳 に傳が附 されている。

5)『 三國志 』巻六十一3b～4aに は

通鑑作 「爲諸葛亮長史」,是 江表傳誤,溶 討武陵攣夷在黄龍三年,即 魏太和五年、

蜀建興九年,是 時正諸葛亮復 出祁山,蒋 碗 代張商爲長史之時。

とあ り,注 意が必要である。

6)『 三國志 』巻六十一播溶傳斐注所引 『呉書』 には

呉書 日1溶 爲 人聰察,封 問有機理,山 陽王棄見而貴異之。由是知名,爲 郡功曹。

とあ り,溜 溶が王藥の評価 を受けていたことがわかる。なお,王 素 「漢末呉初長沙

郡紀年」(北 京呉簡研討班 〔編〕『呉簡研究』第一輯 崇文書局2004年)で は,播

溶が蒋碗 と親戚であるだけでな く蒋碗 の出身地である湘郷令 になっていたが あるこ

とか ら,二 人が特別な関係 にあったとしている。

7)ち なみに,『 三國志』蜀書 において蒋碗 と同 じように 「百里 の才ではない」 と評

価 されているのは,『 三國志』巻三十七 鹿統傳に

呉將魯粛遺先主書 日:「 靡 士元非百里才也,使 庭治中、別駕之任,始 當展其験足

耳。」
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とある ように靡 統 である。陳壽 『三國志』にお いて,蒋 碗 は廃統 と同等,な い し

はそれ以上の評価が記 されていた ことになろうか。

8)『 三國志』巻四齊王紀,巻 九曹爽傳 ・夏侯玄傳,巻 三十三後主傳,巻 四十三王平

傳,/`¥.四十四費緯傳 な どに記載がある。

9)中 林前掲論文30頁

10)中 林前掲論文29頁

11)サ 前掲論文で も,諸 葛亮が蒋碗 を後継 者に したのは北伐 に賛成だ ったか らだが,

蒋碗 は 「全心全意」ではなか った としている。

12)「 蜀漢政権 の支配 と盆 州人士」には

「漢室復興」 を国是 とす る蜀 漢政権が,益 州土着政権 と化す ることは,政 権 の正

統性 を次第に失わせてい く。実際に行われ ることはなかったが,蒋 碗 が漢水道に

よ り曹魏への侵攻 を計画 した理 由は,そ こに配慮 したためであろう。

とある。

13)洪 飴孫 『三國職官表』,渡 邉義浩 『三国政権 の構i造と 「名士」』(汲 古書院2004

年)表 八 蜀漢政権の枢要官 も参照。

14)石 井仁 「諸葛亮 ・北伐軍団の組織 と編成について一蜀漢における軍府の発展形態」

(以下 「石井前掲論文」 と略称)(『 東北大学東洋史論集』第四輯1990年)71頁 で

は,こ の 『華 陽國志』巻七劉後主志の文章 を引用 して,孔 明死後の国事 ・軍政 を六

人の重臣が分担す る集団指導体制 が敷かれた とし,「 この体制 は翌一三年正月の中

軍師楊儀 の失脚 と,そ れに続 く四月の蒋碗 の録 尚書事 ・大將軍への就任 によって短

期間の うちに解消 された」 としてい る。

15)賀 游 「諸葛亮与魏延,楊 儀之死」(以 下,「 賀游前掲論文」 と略称)(『 四川文物』

1985年 第3期)で ば魏延 を得がたい将軍である とし,諸 葛亮が関羽 ・劉 巴の傲慢

さを抑 えられなかった ように臣僚の問題については解決の原則 を持 ってお らず無能

であ ったため,結 局魏延 ・楊儀 を使い こなせず二人の死 を招いたのだと している。

また,魏 延 は諸葛亮 に よって叛乱 に追 い込 まれた と見 てい る。張雲樵 「論魏 延」

(『社会科学輯刊』1989年 第1期)で も魏延 は蜀漢の名将 ということになってお り,

陳壽や羅貫 中によって実像が歪 曲されているとす る。 また,魏 延の長安奇襲の建議

を良計である としている。常征 「從魏延的遭際議劉、葛用人」(『北京史苑』第一輯

1983年)で も魏延 を智勇兼備 の将軍 とし,諸 葛亮の人事能力 は劉備 に劣 ると評 し

ている。 また,魏 延の長安奇襲の建議 を高 く評価 し,対 して諸葛亮 の戦略 は守るた

めの攻撃であ り冒険がで きなか ったために魏延 の戦略 を採用 できなかったと してい

る。加 えて,魏 延 は国に対 して謀叛す る気 はな く,そ の死 は諸葛亮 に責任があると

述べ ている。洪濤 「魏延何以被殺」(以 下,「 洪濤前掲論文」 と略称)(『 学術月刊』

1996年 第2期)で も魏延 を蜀漢政権へ の忠誠心 を持った勇将である とし,彼 を死

に追い込んだ要因 を諸葛亮 ・楊儀 ・費緯 ・蒋碗 との関係か ら考察 してお り,特 に諸

葛亮 との関係 では,魏 延 と諸葛亮の戦略の違 いに言及 し,ま た魏延が後継者 である
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蒋碗 や姜維 にとって障害 になると考 えて 「翼 時論必當以代亮」 とい う可能性のある

魏延 を死に追い込んだ としている。

16)渡 邉義浩 『三国政権 の構造 と 「名士」』(汲 古書院2004年)第2章 第2節 「蜀漢

政権 の支配 と益州社会」注(二 九)参 照。

17)『 三國志』巻 四十蜀書劉 瑛傳 には

劉 瑛字威碩,魯 國人也。先主在豫州,辟 爲從事,以 其宗姓,有 風流,善 談論,厚

親待之,遂 随從周旋,常 爲賓客。

とある。 また,渡 邉義浩 『三 国政権 の構造 と 「名士」』(汲 古書院2004年)表1

蜀漢政権 の人的構成参照。

18)北 伐 を含 む諸葛亮 に関す る研究の代表的なもの としては白眉初 「諸葛亮 出師六次

路線考略」(『地学雑誌』18-41930年),史 念海 「論諸葛亮 的攻守策略」(『文史雑

誌』6-21948年,『 河 山集』1963年 所収),周 一良 「論諸葛亮」(『歴 史研 究』1954-

31954年,『 魏晋南北朝 史論集続編』北京大学出版社1991年 所収),黎 尚誠 「1

族名将姜維与諸葛亮的"和 戎"政 策」(『西北史地』1983-11983年),張 大可 「論

諸葛亮 出師」(以 下,「 張大可前掲論文1」 と略称)(『 西北史地』1984-41984年,

『三国史研 究』華文出版社2003年 所収),楊 偉立 「論諸葛亮北伐」(『諸葛亮研究』

巴蜀 出版社1985年),唐 金裕 「姜維伐魏与諸葛亮的戦略思想」(『諸葛亮研 究』 巴

蜀出版社1985年),李 正清 ・陳玉屏 「試論諸葛亮的軍事戦略思想一兼与謝求成同

志商権 」(『諸葛亮研 究』巴蜀 出版社1985年),彰 年 ・侯承 「"五出祁山"述 評」

(『諸葛亮研究』巴蜀 出版社1985年),楊 福華 「論諸葛亮"西 和諸戎"的 戦略地位」

(『西北大学学報』(哲 学社会科学版)1986-41986年),盧 華語 「蜀国兵力与諸葛亮

北伐用兵考」(『北京師e学 院学報』(社 会科学版)1991-21991年),張 大可 「再論

諸葛亮 出師」(以 下,「 張大 可前掲論文2」 と略称)(『 三 国史研究』華文出版社

2003年 所収)な どが ある。

19)楊 福 華 「論諸葛亮"西 和諸戎"的 戦略地位」で もこの文章 は引用 されているが,

これ以降の文章についての指摘 はない。

20)こ の時代 の涼州 につい ては,徐 日輝 「論曹魏恐固河西進撃蜀漢 的威!1'-9'戦略」(成

都市諸葛亮研 究会 ・成都武侯祠博物館 〔編〕 『諸葛亮与三国文化』(一)四 川大学出

版社2001年)な どがある。

21)『 三國志』巻一武帝紀には

初,瀧 西宋建 自構河首平漢王,聚 衆抱筆,改 元,置 百官,三 十蝕年。遣夏侯淵 自

興國討之。冬十月,屠 抱翠斬建,涼 州平。

とある。

22)榎 一雄(編)『 講座 敦煙』第2巻(大 東 出版社1980年)27頁 参照。 なお,後

漢時代の朧西 については狩野直禎 「後漢成立期の朧西」(『史窓』491992年)な ど

を参照。

23)黄 巾の乱以降を見て も,建 安十八年頃 まで は馬騰 ・馬超 ・韓遂 らが曹操 らと戦 っ
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てお り(『三國志』巻一武帝紀 ・巻三十六馬超傳 ・馬超傳斐注所引 『魏略』),曹 操

が張魯 を征伐 した建安二十年以降に李越が朧西 を根拠 に乱 を起 こしたが,す ぐに鎮

圧 されている(『 三國志』巻十六蘇則傳)。 建安二十四年 には,武 威の顔俊,張 抜の

和鷺,酒 泉の黄華,西 平の麹演 らが反乱 し,互 いに攻撃 しあい,和 鶯 は顔俊 を殺 し,

武威 の王秘 はまた顔俊 を殺 している(『三國志』巻十五張劇 專)。その後,延 康元年,

曹操 の死後,麹 演 が反逆 し,護J校 尉 を 自称。蘇則 が討伐 し,麹 演 は降伏 した

(『三國志』巻十五張既傳 ・.:十六蘇則傳)。 す ぐに涼州を設置 し,安 定の太守郷岐

を刺史 とするが,張 液の張進が太守 の杜通 を追い出 して挙兵 し,黄 華 と麹演 も太守

を追い出して挙兵 し呼応。武威の三種の蛮族 も反乱。しか し,蘇 則 を中心 に三種 の蛮

族 を降伏 させ,張 進 と麹演 を殺 して鎮圧。黄華 は降伏 した(『 三國志』巻二文帝紀 ・

巻十六蘇則傳)。 延康元年五月にf,,,.ｺ'の山賊鄭甘 と王照が 降伏 したが,黄 初二年五

月に鄭甘が反乱 し,曹 仁 に斬 られている(『 三國志』巻二文帝紀)。 涼州盧水 の異民

族健妓妾 ・治元多 らや酒泉の蘇衡 ・1ti族の有力者鄭戴 ・丁令 の蛮族,西 平 の麹光が

あいついで反乱 を起 こ したが,そ れぞれ黄初二年十一 月まで に張既 に鎮圧 され る

(『三國志』巻十五張既傳)〔 『三國志』巻二文帝紀斐注所引 『魏書 』では曹真が責任

者 となっている〕。

24)張 大可前掲論文2で は 「平取朧右」 しようとしたことが北伐失敗 の主な原因であ

るとしている。

25)『 三國志』巻二文帝紀 には

(黄初)三 年……二月,都 善、亀弦、干 關王各遣使奉獄,詔 日:「 西戎即.7X,氏 、

/來 王,詩 、書美之。頃者西域外 夷並款塞内附,其 遣使者撫螢之。」是後西域遂

通,置 戊 己校尉。

とあ る。 また,『 三國志』.-..十六蘇則傳 には

文帝 問則 日:「 前破酒泉、張腋,西 域通使,徽 燈献径寸大珠,可 復求市盆得不?」

則,.日:「 若陛下化沿 中國,徳 流沙漠,即 不求 自至;求 而得之,不 足 貴也。」帝,・

然。

とあ り,こ の文章の内容は蘇則が黄初 四年に亡 くなってい るのでそれ以前 のことで

あろう。

26)『 三國志』巻三明帝紀 には

太和 元年春正 月,… …西平麹 英反,殺 臨莞令、西都 長,遣 將軍部 昭、鹿磐討斬

之。

とあ る。

27)『 三國志』巻二十六郭准傳 に

黄初元年,奉 使賀文帝践 昨,而 道路得疾,故 計遠近為稽留。及華臣漱會,帝 正色

責之 日:「 昔禺會諸侯於塗山,防 風後至,便 行大識。今{.天 同慶而卿最留渥,何

也?」 准封 日:「 臣聞五帝先教導民以徳,夏 后政衰,始 用刑辟。今 臣遭唐虞之世,

是以 自知免於防風之諌也。」帝悦之,擢 領雍州刺史,封 射陽亭侯,五 年為真。安
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定莞大帥辟 號 反,討 破 降之。

とあることか ら,辟Wl」[,の反乱 は黄初元年(220)か ら5年 以上たった黄初六年(225)

か ら太和元年(227)の ことと推測 され る。

28)『 三國志』巻二十六郭准傳 に

太和二年,蜀 相諸葛亮出祁山,遣 將軍馬護至街亭,高 詳屯列柳城。張部撃 護,准

攻詳螢,皆 破之。又破 随西名/L唐 蹴於抱牢,加 建威將軍。

とある。

29)『 三國志』巻十五張既傳斐注所 引 『魏略』には

而南安果將蜀兵,就 攻朧西。楚聞賊到,乃 遣長史馬 顯 出門設陣,而 自於城上曉謂

蜀帥,言:「 卿能断朧,使 東兵不上,一 月之中,則 瀧西吏人不攻 自服;卿 若不能,

虚 自疲弊耳。」使 頷 鳴鼓撃 之,蜀 人乃去。後十鯨 日,諸 軍上瀧,諸 葛亮破走。

とある。本文で述べているように 『魏略』の蜀漢関係 の記事 については注意が必要

であるが,可 能性 を考慮 して指摘 してお く。

30)宮 川尚志 『諸葛孔明』(光風社 出版1984年238～9頁,初 版 冨山房1940年)

三国時代 に中国は三分 したが,三 分 した国がそれぞれ辺境 に勢力 をのば した。

また内地の戦乱 を避 けて遼東 に国を立てた公孫氏やヴェ トナムにまで勢力 をのば

した士氏の政権 もあった。 さて蜀漢 はいなかの山国であ るが,四 周の異民族 の土

地 に触手 を伸 ばすのに熱心 であった。孔明の南征 その ものが漢族 の西南 開発 史上

特筆すべ き事件 であるが,史 料があ ま りに も少ないと梁啓超(中 国歴 史研究法)

も歎いてい る。孔 明の北伐 もはじめ西北方面 を 目指 してチベ ッ ト族や西部鮮卑の

懐柔 に努力 してい る。南征 の とき蜀軍はビルマ国境 をこえたか もしれない。つ ま

り蜀 は守備 の適地であるが,ヴ ェ トナム ・ビルマ ・西域 に通商路 を開 く努力 を し

たのである。

31)基 本的 な史料 として は,『 三 國志 』巻三十五諸葛亮傳,巻 四十三李恢傳 ・呂凱

傳 ・馬忠傳 ・張疑傳,『 華陽國志』巻四南 中志な どを参照。

32)例 えば 『三國志』本文では巻二十六牽招傳 に

招以蜀虜諸葛亮X出,而 比能狡猜,能 相交通,表 爲 防備,議 者以爲縣遠,未 之信

也。會亮時在祁山,果 遣使連結比能。比能至故北地石城,與 相首尾。

とある。また,『 三國志』.,三 十五諸葛亮傳斐注所 引 『漢晋春秋』では

亮團祁 山,招 鮮卑斬比能,比 能等至故北地石城以磨亮。(後 略)

とある。

33)南 征 による物資の確保 につ いて,『 三國志』巻三十五諸葛亮傳 には

三年春,亮 率衆南征,其 秋悉平。軍資所出,國 以富饒,乃 治戎講武,以 侯大挙。

とあ り,ま た 『三國志』巻四十三李恢傳 に も

南土平定,恢 軍功居多,封 漢興亭 侯,加 安漢將軍。後軍還,南 夷復叛,殺 害守將。

恢身往撲討,鉦 鑑悪類,徒 其豪帥干成都,賦 出嬰、濃耕牛戦馬金銀犀革,充 纒軍

資,干 時費用不乏。
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とある。『華 陽國志』巻三蜀志 には

越 崔郡 ……塁登縣 ……有漆。漢末,夷 皆有之,張 疑取焉。……定搾縣……有監池。

……漢末,夷 皆鋼之,張 難往孚・……官迄今有之。

とあ り,巻 四南中志 には

出其金 ・銀 ・丹 ・漆 ・耕牛 ・戦馬,給 軍國之用。

とある。 また,同 巻四南中志 による と,飛 軍 と呼 ばれる異民族軍がいた とされる。

加 えて,宮 崎市定 『アジァ史概説』(岩 波書店 『宮崎市定全 集』第18巻1993年,

中公文庫 中央公論社1987年,原 版 学生社1973年)に おいて も

漢 ・唐の国都長安 か ら,い わゆる蜀道の険を越 えて四川省の盆地 に出て,雲 南省

の西南端か らビルマ に入 り,イ ン ド洋岸 に達す る路線 も古 くか ら知 られていた。

(中略)し か し後漢末期か ら雲南省西南端 に近い永昌は,南 方異物 の集散地 とし

て知 られ,三 国時代の蜀の丞相諸葛亮が雲南地方の叛乱 を平定す るためにみずか

ら兵 を率いて昆明にいっているのは,ビ ルマ道路か ら くる南方物 資確保 の意図 も

含 まれていたのである。

と指摘 されている。 ビルマ方面のルー トについては伍加倫 ・江玉祥 〔編〕 『古代西

南綜綱 之路研究』(四 川大学出版社1990年),藍 勇 『南方綜綱之路 』(重 慶大学 出

版社1992年),江 玉祥 〔主編〕『古代西南t綱 之路研究』第二輯(四 川大学出版社

1995年)な ど多数の研究がある。

34)『 三國志』巻三十三後主傳 には

〔建興〕二年春,務 農殖穀,閉 關息民。

とあ る。 また,同 巻三十八秦 慾傳や巻四十二孟光傳 には彼 らが大司農になった とあ

り,同 巻三十九呂父傳 には

徒爲漢 中太守,兼 領督農,供 縫軍糧。

とあって,大 司農 ・督農の官が置かれていた ことがわかる。

35)例 えば,『 水経注』巻三十三江水 には

蜀人旱則籍以爲概,雨 則不遇其流,故 記 日:水 旱從人,不 知飢謹,沃 野千里,世

號陸海,謂 之天府。……諸葛亮北征,以 此堰農本,國 之所資,以 征丁千二百人主

護之,有 堰官。

とある。

36)『 三國志』巻四十一王連傳 には

遷司盤校尉,較1謹 鐵之利,利 入甚多,有 稗國用,於 是簡取良才以爲官屡,若 呂又、

杜1..、劉 幹等,終 皆至大官,自 連所抜也。遷蜀 郡太守、興業將軍,領 盤府如故。

とあ る。 また,同 巻 四十三張疑傳 に も

定搾,壷 登,卑 水三縣去郡三百絵里,奮 出.,'及 漆,而 夷徽久 自固食。難率所領

奪取,署 長吏焉。……疑殺牛饗宴,重 申恩信,遂 獲監鐵,器 用周贈。

とある。 また,同 巻四十一張商伝 には

先主以商爲 巴郡太守,還 爲司金中郎將,典 作農戦之器。
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とあって,司 金中郎將 とい う官が置かれていたこともわか る。

37)『 太平御覧』巻八一五布畠部二には

諸葛亮集日1今 民貧國虚,決 敵之資,惟 仰錦耳。

とあ り,錦 の生産 に力を注いでいたことが窺 える。

38)『 績漢書』志 第二十三郡國五益州健爲属國の条の注 には

諸葛亮書云:「 漢嘉金,朱 提銀,採 之不足以 自食。」

とあ り,漢 嘉の金 と朱提の銀 を開発 したことも窺 うことがで きる。

39)通 貨 につ いては,『 三國志』巻三十九劉 巴傳斐注所引 『零陵先賢傳』に

初攻劉璋,備 與士衆約:「 若事定,府 庫百物,孤 無預焉。」及抜成都,士 衆皆捨干

父,赴 諸藏競取寳物。軍用不足,備 甚 憂之。 巴日:「 易耳,但 當鋳直百銭,平 諸

物買,令 吏爲官市。」備從之,X月 之 間,府 庫充實。

とある。 また,『 三國志』巻三十八伊籍傳 には

遷昭文將軍,與 諸葛亮,法 正,劉 巴,李 嚴共造蜀科;蜀 科之制,由 此五人焉。

とあ り,「蜀科」 とい う法 を整備 してい る。 これ らの内政政策 については,宮 川 尚

志 『諸葛孔 明』や馬植烈 『三国史』,渡 邉義浩 『諸葛亮孔明』(新 人物往来社1998

年)・ 「蜀漢政権の支配と益州社会」 な どに簡潔にまとめ られている。

40)『 三國志集解 』巻四十17bに は

韓信故事史記未詳。

とあ る。

41)渡 邉義浩 「蜀漢政権 の支配 と益州社会」(『三国政権 の構造 と 「名士」』汲古書 院

2004年 第2章 第2節 所収)注(二 八)で も指摘 されている。 また,任 遠 「魏延率

五千精兵能襲奪長安p,?」(成 都市諸葛亮研究会 ・成都武侯祠博物館 〔編〕 『諸葛亮

与三国文化』(一)四 川大学 出版社2001年)で も,子 午道 の危険性や子午道 を蜀

漢軍が通ったことを魏軍が認識 した際の長安城の防備,魏 延 が漢中太守であった当

時の雍州刺 史が郭准であった ことな どか ら,こ の作戦では魏延の軍は長安 までた ど

り着 くことは難 し く,も した どり着いた として も長安城 を落 とす ことは不可能だ と

してい る。

42)装 松之はこの 『魏略』の文章を引用 した直後に

臣松之以爲此蓋敵 國傳聞之言,不 得與本傳孚審。

と述べている。

43)例 えば,『 三國志』巻三十三後主傳斐注所引 『魏略』 には

初備在小浦,不 意曹公卒至,逞 遽棄家囑,後 奔荊州。暉時年敷歳,窟 匿,随 人西

入漢 中,爲 人所費。及建安十六年,關 中破齪,扶 風人劉括避胤 入漢中,買 得暉,

問知其良家子,遂 養爲子,與 嬰婦,生 一子。初繹與備相失時,識 其父字玄徳。比

舎人有姓簡者,及 備得盆州而簡爲將軍,備 遣簡到漢中,舎 都邸。輝乃詣簡,簡 相

検訊,事 皆符験。簡喜,以 語張魯,魯(乃)〔 爲〕洗沐送詣盆州,備 乃 立以爲太

子。初備以諸葛亮爲太子太傅,及 輝立,以 亮爲丞相,委 以諸事,謂 亮日1「 政 由
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葛氏,祭 則寡人。」亮亦以暉未閑於政,遂 総内外。

とあ り,劉 暉が劉備 とは ぐれた後,紆 余 曲折 を経て戻 って きた とされている。また,

『三國志』巻三十五諸葛亮傳斐注所引 『魏略』 には

劉備屯於奨城。是時曹公方定河北,亮 知荊州次當受敵,而 劉 表性緩,不 曉軍事。

亮乃北行見備,備 與亮非薔,又 以其年少,以 諸生意待之。坐集既畢,衆 賓皆去,

而亮濁留,備 亦不 問其所欲言。備性好結1耗,時 適有人以髪牛尾與備者,備 因手 自

結之。亮乃進 日:「 明將軍當復有遠志,但 結踊而巳邪1」 備知亮非常人也,乃 投

踊而答 日:「 是何 言與1我 柳以忘憂耳。」亮遂言 日:「將軍度劉鎭南敦與曹公邪?」

備 日:「 不及。」亮又 日:「 將軍 自度何 如也?」 備 日:「 亦不如。」 日:「 今皆不及,

而將 軍之衆不過敷千 人,以 此待敵,得 無非計乎1」 備 日:「 我亦愁 之,當 若之

何?」 亮日:「 今荊州非少人也,而 著籍者寡,平 居襲調,則 人心不悦;可 語鎭南,

令國 中凡有游戸,皆 使 自實,因 録 以盆衆可也。」備從其計,故 衆遂 強。備 由此知

亮有英略,乃 以上客禮之。

とあ り,諸 葛亮 に対す る 「三顧の礼」 を否定す る話が記載 されている。

44)魚 祭 『魏略』につ いては,張 鵬 〔撰〕 『魏略輯本』があ り,先 行研 究 としては伊

藤徳男 「魏略の制作年代 に就 いて」(『歴史學研究』4-11935年),徐 盆藩 「典略魏

略考」(『學林』51941年),江 畑武 「『魏 略』の成立年次につ いて一 「晋書限断」

論 と關連 して一」(『村上 四郎博士和歌 山大學退官記念朝鮮 史論文集』1981年),何

遠景 「魚秦 『典略』『魏略』研究」(西 北大學提出碩士論文1986年),江 畑武 「再

び 『魏略』の成立年次 について一何遠景氏の二五五年説 につい て一」(『阪南論集』

人文 ・自然科學編26-11990年),津 田資久 「『魏略』の基礎 的研究」(『史朋』31

1998年)な どがある。

45)ち なみに,張 大可前掲論文1で も魏延 を得が たい将軍であるとし,そ の戦略 を高

く評価 して,諸 葛亮の戦略を最下策 としてい る。 また,魏 延や馬課 を使い こなせな

かった ことも諸葛亮 の責任であるとしている。

46)石 井前掲論文49頁

47)石 井前掲論文50頁

48)魏 延 の死 に関連 して,「 北伐 に直接的に関わって きた漢中の丞相府派の魏延 と楊

儀 が内紛 を起 こし,結 局成都 にいた留府派が勝利 を収めた(そ のため,漢 中が呉驚

に任 され,漢 中の丞相府派 であった楊儀 も冷や飯 を食わ された)」 とする見方 もで

きる。 しか し,こ れ らの派閥が存在 し,対 立 していた と認識することが適当なのだ

ろうか。漢中の丞相府 には北伐 に積極的 な魏延 ・楊儀 な どの他に,蒋 碗 の破後北伐

に消極 的な姿勢 を とる費緯 もいたことや本論文で確認 した政局 の動 きか らす ると,

漢中の丞相府全体が派 閥といえるほどの ものであ ったか どうか,ま た一つの派閥 と

して認識 で きるのかは疑問であ る。それは成都の留府側に も言えることで,留 府の

責任者であ った蒋碗 が後 に漢中に開府 し,計 画で終わって しまったとはい え北伐 を

主導 した(こ れが渡邉義浩氏の指摘の ように蜀漢政権が正統性 を失ってい くことへ
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の配慮のために計画 されたか どうかは稿 を改めて述べ てい きたい)こ とか らす ると,

蒋碗 は政権主班 となった後 に計画 もしなかった費緯 よ りははるかに北伐 に積極 的で

あ り,こ の点 に限っていえばむ しろ漢中の丞相府 にいた魏延 ・楊儀 に近い。 この よ

うに見 ると,漢 中の丞相府派 と成都の留府派 という構 図で この事件 を認識す るこ と

は難 しいのではないか と考 えている。

49)石 井前掲論文55頁

また,都 護就官者 である李嚴 ・蒋碗 ・諸葛謄の三名に共通 しているのは,い ずれ

も宰相格,な い しは宰相 に次 ぐ地位 にあ った ことで ある。す なわち,か か る宰相

格の帯官 として位置づけ られていた都護が「行官」の最上位 に置かれていた ことは

順当であろ う。

50)楊 儀の失脚 についての先行研 究 としては,賀 游前掲論文が挙げ られ る。 また,魏

延 と楊儀 につ いては 『三國志』巻三十九董允傳斐注所引 『嚢陽記』に

董恢字休緒,嚢 陽人。入蜀,以 宣信中郎副費緯使呉。孫権嘗大醇問禧 日:「 楊儀、

魏延,牧 竪小人也。錐嘗有鳴吠之盆於時務,然 既 已任之,勢 不得輕,若 一朝無諸

葛亮,必 爲 祠齪　。諸 君債憤,曾 不知防慮於此,w所 謂貼廠 孫謀 乎?」 禧愕然

四顧親,不 能既答。恢 目緯 日:「 可速言儀i、延之不協起於私u.耳,而 無鯨、韓難

御之心也。今方掃 除彊賊,混ua夏,功 以才成,業 由才廣,若 捨此不任,防 其後

患,是 猶備有風 波而逆慶舟揖,非 長計也。」権 大笑樂。諸葛亮 聞之,以 爲知 言。

還未満三 日,辟 爲丞相府屡,遷 巴郡太守。

とある。 この文章について嚢松之は

臣松之案:漢 暦春秋亦載此語,不 云董恢所教,僻 亦小異,此 二書倶 出習氏 而不同

若此。本傳云 「恢 年少官微」,若 已爲丞相府場,出 作巴郡,則 官不微　。以此 疑

習氏之言爲不審的也。

と指摘 してい るこ とか ら,こ の 『裏陽記』の記載 には信頼性 の問題がある と考え ら

れる。 しか し,陳 壽 『三國志』の内容 も考慮す ると,こ の発言が董恢 の ものである

か どうか,ま た語句 に違いが あるか どうか といった 『裏陽記』の内容の信頼性 の問

題があるにせ よ,参 考になるものであ ろう。

51)洪 濤前掲論 文では,諸 葛亮の死の直後の魏延 と楊儀 の争い は費緯の大罪である と

し,費 緯の楊儀に対する行動 も魏延 に対す るそれ と同様であった と述べ ている。ち

なみに洪濤氏 は蒋碗 について も,魏 延 を討つ ために宿衛の諸軍 を動か してお きなが

ら魏延が亡 くなると楊儀 がほ しいままに大将 を殺 した として楊儀 に矛先 をむけたと

している。

52)ち なみに 『三國志』巻 四十五楊戯傳附 『季漢輔臣賛』には

威公猜狡,取 異衆人;閑 則及理,逼 則傷侵,舎 順入凶,大 易之云。

とある。

53)『 三國志』巻四十四蒋碗傳 に も

時新喪元帥,遠 近危棟。碗 出類抜葦,庭 華僚之右,既 無戚容,又 無喜色,脚 守學
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止,有 如平 日,由 是衆望漸服。

とある。

54)こ れにつ いてはなんらかの政治的意図が あった とは思われるが,別 稿で考察 した

い0

55)『 三國志』巻 四十四費緯傳 には

延煕七年,魏 軍次干興勢,假 緯節,率 衆往禦之。…… 禧至,敵 遂退,封 成郷侯。

碗 固譲州職,緯 復領盆州刺史。 禧當國功名,略 與碗 比。

とあ り,費 緯 は延煕七年 になって功名が蒋碗 と匹敵 したこ とがわかる。 ということ

は,こ れ以前には蒋碗 と費禧 との間には明確 な差があった ことになる。

56)『 三國志』巻 四十四費禧傳 には

自碗 及 緯,錐 自身在外,慶 賞刑威,皆 遙先諮断,然 後乃行,其 推任如此。

とあることも,こ の論拠 となるであ ろう。 また,特 に蒋碗 に注 目す ると,『 三國志』

巻三十三後主傳斐注所引 『魏 略』に

碗 卒,輝 乃 自撮國事。

とある。装注 に引用 された,加 えて信頼性 に注意が必要 な 『魏略』の記事ではある

が,こ れによる と政権首班であった時の蒋碗 と費緯 との間で も政治的地位が異 なる

ことを伺 うことがで きる。

57)拙 稿 「章 昭 『呉 書』 について」(『創価大学 人文論集』第16号2004年)注27参

照。

58)蜀 漢政権 における大赦 について取前掲論文,中 林前掲論文,中 林史朗 『諸葛孔明

語録』(明 徳 出版社1986年)で 指摘 されている。取前掲 論文で は後主親政の30年

間で12回,中 林前掲論文では諸葛亮彼後の30年 間で10回 とされてお り,中 林氏の

『諸葛孔 明語録』では蒋碗 ・費禧が統治 した20年 間で5回,費 緯妓後滅亡 までの間

の10年 間に6回 とされている。 しか し,蒋 碗 と費緯 の治世 を分 けて考察 している

研究 は管見の限 り見 当た らない。

59)中 林史朗 『諸葛孔明語録』114頁

60)こ の人事の意味について は,稿 を改めてさらに述べてい きたい。


